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I. 業務の目的と概要 

1. 目的 
我が国の観光産業は、国内総人口の減少・少子高齢化、世界規模での産業構造の転換、国内観

光需要の成熟、訪日外国人観光客の飛躍的な増加や ICT の発展など、大きな環境変化に晒されて

いる。このような中、平成 28 年 3 月末に「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」におい

て、新たな目標が掲げられるとともに、今後に向けた新たな方向性についても取りまとめられた。

そのなかで、観光産業の人材育成は重要な柱のひとつとして位置付けられた。 
今後、観光産業を我が国の成長に資する基幹産業とし、さらに高いレベルの観光立国を目指す

ためには、観光産業の担い手を「観光産業をリードするトップレベルの経営人材」から「観光の

中核を担う人材」、さらには「即戦力となる地域の実践的な観光人材」の 3 層構造により育成・

強化していく必要がある。 
本事業では上記 3 層構造のうち「即戦力となる地域の実践的な観光人材」のうち外国人材に焦

点をあて、地域における人材不足の解消を目的とし、旅館やホテル等に従事する実務人材（外国

人材）の確保や定着への取組の支援等を実施した。 
 

2. 概要 
（1）外国人材受入れのための環境整備 

2019 年 4 月施行の入管法改正により、新たな在留資格制度として「特定技能」の在留資格が

追加された。宿泊業も対象の職種とされたことから、宿泊業界においても優秀な外国人材の確保・

育成を支援し、受入れた外国人材を定着させることで、外国人材の言語等の強みを活かした外国

人旅行者にとってストレスフリーな宿泊体験の実現に向けた環境整備を行う必要がある。そこで、

受入れた外国人材と受入れ側の事業者双方にとって、有益となる事業を展開し、外国人材受入れ

の環境整備を促進するために以下の調査を実施した。 
 
1） 宿泊事業者向けセミナーの開催 

全国の宿泊事業者や登録支援機関の意識改革を図り、外国人材への潜在需要を顕在化させるた

め、制度紹介等に関するセミナーを実施した。セミナー終了後には、満足度や理解度を確認する

とともに、次年度開催に向けたニーズ等を把握するために参加者アンケートを実施した。 
なお、新型コロナウイルス感染症対策として、オンラインセミナーとして実施した。 

 
図表 1- 1 宿泊事業者向けセミナー実施概要 

開催日時 会場 

2020 年 11 月 2 日（月）14:00～16:00 
オンライン（Zoom） 
※事務局会場 
（TKP 東京駅セントラルカンファレンスセンター） 

2020 年 11 月 6 日（金）14:00～16:00 
2020 年 11 月 9 日（月）14:00～16:00 
2020 年 11 月 13 日（金）14:00～16:00 
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2） 宿泊事業者および外国人材向け交流会の開催 
宿泊事業者向けセミナーと同様の背景を踏まえ、全国の宿泊事業者および外国人材を対象に交

流会を実施した。交流会は、効率的な集客を図るため特定技能試験の開催時期に合わせ、2021
年 2 月に全 6 回のセミナーを実施した。また、交流会終了後には、満足度や理解度を確認すると

ともに、次年度開催に向けたニーズ等を把握するために参加者アンケートを実施した。 
なお、当初、学生は会場参集、事業者は全国からウェブ参加という前提で、各地域での開催に

向けて調整していたが、新型コロナウイルス感染症対策のためオンライン交流会として実施した。 
 

図表 1- 2 宿泊事業者および外国人材向け交流会実施概要 

開催日時 主な対象 会場 

2021 年 2 月 9 日（火）14:00～16:00 福岡県・近隣在住者向け 
オンライン（Zoom） 
※事務局会場 
（三菱 UFJ リサーチ

＆コンサルティング

㈱会議室） 

2021 年 2 月 11 日（木・祝）14:00～16:00 大阪府・近隣在住者向け 
2021 年 2 月 12 日（金）14:00～16:00 愛知県・近隣在住者向け 
2021 年 2 月 15 日（月）14:00～16:00 東京都・近隣在住者向け 
2021 年 2 月 16 日（火）14:00～16:00 東京都・近隣在住者向け 
2021 年 2 月 20 日（土）14:00～16:00 北海道・近隣在住者向け 
 
3） 制度周知に向けたコンテンツの作成 

セミナーや交流会の参加可能人数に限界があることから、参加できない宿泊事業者や外国人材

に向けて、制度内容、業務内容等の周知に関する動画コンテンツを多言語で作成した。なお、日

本語の動画は、宿泊事業者と外国人材が一緒に見ることも考慮し、やさしい日本語でのナレーシ

ョンおよび字幕で作成した。 
また、下記動画のほかに、2019 年度に作成した事例集の多言語版を作成した。 

 
図表 1- 3 動画コンテンツ一覧 

対象 内容 対応言語 時間 

宿泊 
事業者 

○宿泊業の特定技能制度の概要説明 
 制度内容を紹介 
 外国人材の受入れに必要な手続と概ねの期間 
 宿泊業において特定技能の在留資格で働くための要件 
 在留資格の取得に向けた求人情報の入手方法 
 プラットフォーム、各種コンテンツの紹介 

日本語 
英語 
中国語（簡体字） 
ベトナム語 
ミャンマー語 

15～20分 

○特定技能の受入れに係る優良事例の紹介 
※外国人材向け「日本の宿泊業で働く姿の紹介」で対応 

外国 
人材 

○日本の宿泊業で働く姿の紹介 
 先輩外国人材の働く姿やキャリアイメージを紹介 

日本語 
英語 
中国語（簡体字） 
ベトナム語 
ミャンマー語 

3～5 分 

○宿泊業における主要４業務のポイント 
 「フロント」「企画・広報」「接客」「レストランサービス」

のポイントを紹介 

3～5 分 



3 
 

4） 外国人材の受入れ等に向けた実態把握調査（宿泊事業者アンケート） 
昨今の新型コロナウイルス感染症拡大等を受け、宿泊事業者や外国人材等に対してアンケート

による実態把握調査を実施した。アンケートでは、①外国人受入れ上の課題、②新型コロナウイ

ルス感染症に伴う影響、③外国人受入環境整備の取組内容、④外国人材の就労ニーズの４つの視

点に基づく設問を設置し、各々の観点から網羅的に把握した。 
 
5） 外国人材の受入れ等に向けた実態把握調査（先進事例調査） 

セミナーの登壇事業者、交流会の参加事業者、また、アンケート調査にて同意を得た事業者で

ある 11 事業者を対象に、外国人材の受入れに関するヒアリング調査（受入れ状況、受入れに向

けた取組内容、受入れによる成果、受入れに関する課題とニーズ、今後の受入れ意向等）を実施

した。なお、2019 年度事業において事業者の都合によりヒアリング調査が実施できなかった事業

者（池の平ホテル＆リゾーツ）も対象に実施した。 
 
（2）制度の効率的な運用に向けたシステムの構築・運営 

新たな在留資格制度における外国人材を受入れる企業（受入れ機関）、登録支援機関を対象とし

て、観光庁が設置した宿泊業における協議会の構成員となることが義務づけられており、受入れ

機関や登録支援機関の管理や情報発信等の観点から、令和元年度にシステム及び特定技能制度専

用のホームページを一部構築した。 
今後システムの本格的な運営開始に向けて、受入れ機関等が申請及び定期報告するために必要

な入力フォームや今般の新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑みて、宿泊事業者・外国人材

等からの支援制度、諸外国の対策情報等に対する問い合わせを観光庁がシステムを通じて回答で

きるような問合わせフォームを構築するほか、受入れ機関が入力した情報を観光庁が分析出来る

ようなツールを整備・運営した。 
また、特定技能制度専用のホームページは制度概要や支援措置等のさらなる発信に向けて、令

和 2 年 10 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日にかけて保守・運用を行った。 
 
（3）業務総括 

（１）、（２）の実施内容と検証結果に基づき、2021 年度以降の観光庁の取組内容や方向性を業

務総括として業務報告書に取りまとめた。 
 
（4）業務報告書の作成 

（１）～（３）の結果を取りまとめた業務報告書を作成した。 
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II. 外国人材受入れのための環境整備 

１. 宿泊事業者向けセミナーの開催 
（1）実施概要 
1） 目的 

全国の宿泊事業者や登録支援機関の意識改革を図り、外国人材への潜在需要を顕在化させるた

め、制度紹介等に関するセミナーを実施した。セミナー終了後には、満足度や理解度を確認する

とともに、次年度開催に向けたニーズ等を把握するために参加者アンケートを実施した。 
なお、新型コロナウイルス感染症対策として、オンラインセミナーとして実施した。 

 
2） 開催日程・地域 
セミナーの開催日程を以下に示す。 

 
図表 2- 1 宿泊事業者向けセミナー実施概要 

開催日時 会場 

2020 年 11 月 2 日（月）14:00～16:00 
オンライン（Zoom） 
※事務局会場 
（TKP 東京駅セントラルカンファレンスセンター） 

2020 年 11 月 6 日（金）14:00～16:00 
2020 年 11 月 9 日（月）14:00～16:00 
2020 年 11 月 13 日（金）14:00～16:00 
 
3） プログラム 
セミナーのプログラムを以下に示す。各会場ともに同様のプログラムで実施した。 

 
図表 2- 2 宿泊事業者および外国人材向け交流会実施概要 

時間 次第 内容 

14:00 
１．開会・挨拶 

入管法新制度（特定技能制度）の説明 
・観光庁による講演 

14:30 ２．事業者の取組紹介 
・事業者概要 
・外国人材の受入れに係る取組等 

16:00 ３．閉会 ・参加者アンケートの実施・回収 
  



6 
 

4） 実施方法 
新型コロナウイルス感染症対策としてオンラインセミナーとして実施した。Zoom を活用し、

参加者接続後、（事務局）にて各プログラムに合わせて Zoom の設定を変更した。 
 

図表 2- 3 画面イメージ 

１．観光庁および事業者講演時 

 

 

 

２．画面切り替え 
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図表 2- 4 画面イメージ（つづき） 

３．質疑応答 

 セミナーと関係の無いやりとりを防ぐため、質問は Zoom の「Q&A」機能を使用して実施。 
 Q&A に投稿された質問を司会者が選別して読み上げ、登壇者が回答。 
 Q&A に投稿された質問は主催側のみ確認でき、受講者は回答済みの質問のみ閲覧可能。 
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（2）セミナーの周知および参加者の募集・受付 
セミナーの周知および参加者の募集・受付は、宿泊技能人材ポータルサイトにてグーグルフォ

ームを活用して実施した。また、観光庁のホームページにも掲載した（宿泊技能人材ポータルサ

イトにリンク）。 
募集は定員に達した場合、または各回の 3 営業日前に締め切り、申込み時に収集したメールア

ドレス宛に、BCC メールで Zoom の事前登録 URL を含む案内メールを送付した。 
なお、参加者の個人情報の管理に十分留意して実施した。 

 
図表 2- 5 交流会の周知および参加者の募集・受付イメージ 
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図表 2- 6 セミナーの募集画面トップページ 

 
注）セミナー終了につき募集画面は閉鎖済み。  
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図表 2- 7 セミナーの募集画面トップページ（つづき） 

 

注）セミナー終了につき募集画面は閉鎖済み。 
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（3）参加者数 
各セミナーの参加者数を以下に示す。 
全登録者数 94 人に対して参加者数は 71 人（81.9％）となった。 

 
図表 2- 8 参加事業者 

開催日時 参加事業者 

2020 年 11 月 2 日（月） 

 （一社）海外人材開発機構／（一社）北海道観光

人材支援事業協同組合 
 ㈱油谷湾温泉ホテル楊貴館 
 ㈱ワールド・ヘリテイジ 

2020 年 11 月 6 日（金） 
 ホテル小柳 
 ㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
 ㈱グリーンズ 

2020 年 11 月 9 日（月） 
 ホテルプラザオーサカ 
 ㈱グリーンズ 
 ㈱戸田家 

2020 年 11 月 13 日（金） 

 （一社）海外人材開発機構／（一社）北海道観光

人材支援事業協同組合 
 池の平ホテル＆リゾーツ 
 ㈱ワールド・ヘリテイジ 

※事業者は講演順に記載。 
 

図表 2- 9 参加者数 

開催日時 
参加者 

（応募） 

参加者 

（実績） 
参加率 

2020 年 11 月 2 日（月） 39 31 79.5% 
2020 年 11 月 6 日（金） 21 18 85.7% 
2020 年 11 月 9 日（月） 24 20 83.3% 
2020 年 11 月 13 日（金） 10 8 80.0% 
合計／参加率 94 77 81.9% 
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（4）質疑応答 
セミナー当日の質疑応答の内容を以下に示す。 

 
1） 2020 年 11 月 2 日（月） 
１. 【観光庁説明】 
○質問 1（事務局から） 
・ よくある質問の例をご紹介いただきたい。 
 
○観光庁 
・ 観光庁としてはマルチタスクを推奨している。ベッドメイクや料理の盛付などを中心に常時

従事するのではなく、フロント業務・企画広報・配膳など幅広くマルチタスクに従事してほ

しい。本来の特定技能とは異なるベッドメイキングなどを中心に業務をさせる場合は、今回

の制度とは異なるので、断る場合もある。 
・ 登録支援機関より所属機関が決まっていない段階で協議会への入会を希望されたが、登録支

援機関の方が登録するには所属機関とセットで入会していただく必要がある。 
 
○質問 2（事務局から） 
・ 資料 P10 の特定技能外国人受入れ状況の現状はどうなっているか。セミナーの効果は発揮さ

れているか。観光庁の見解はどうか。 
・ マッチング状況について、中部、近畿で件数が多いようだが、この傾向について何か要因が

あるのか。 
 
○観光庁 
・ 留学生が受験することが多かったが、セミナーを行ってからマッチング状況は増えてきてい

る。今年度は、コロナ禍のため 5 月のマッチング数は 0 名であった。それ以降マッチング件

数は右肩上がりで増えている。今後のセミナー等でマッチング件数の増加に期待している。 
・ 名古屋・大阪・広島といった中部・関西地域で試験を多く開催しているので、そういった影

響で合格者が多いというようなことはあるかもしれない。 
 
○質問 3（事務局から） 
・ 入管によって対応が違うとの話も聞くが、どうか。昨年度のセミナーでは、同質問が数件出

ている。 
・ 観光庁と入管庁で特定技能の外国人を効率よく受入れていくための連携策等はあるか。 
 
○観光庁 
・ 観光庁として、入管手続がスムーズに行えるよう毎週数字のやり取りをしている。どういっ

た所で在留資格の件数が増えているかなど数値のやり取りを密に行い情報共有をしている。 
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○質問 4 
・ 広報業務は本社一括で行っている。特定技能外国人材の就業場所では行っていないため、一

部マルチタスクが困難である。このようなケースの場合、制度上の問題はあるか。どのよう

に対応していけば、マルチタスクとして認められるか。 
 
○観光庁 
・ フロント・接客・レストランサービスに従事できるようなら、マルチタスクとして認定する

ことが可能である。例えば、フロント一択のみ従事の状況下だと制度として認めることはで

きないが、推奨している 4 つの業務のうちいくつかをできる範囲でしていただきたい。 
 
○質問 5 
・ 業務の内容説明の際、マルチタスクでないと協議会への入会を断るとあったが、事実上特定

技能での受入れができないということか。 
・ 観光庁の方で、適切な労働をしているか等を含め、管理・監視を行うのか。 
 
○観光庁 
・ 先ほどの、ベッドメイキングのみに従事ということは、特定技能の資格自体を受理できない

内容になる。4 種目の業務をしていただくことが資格受理できる内容である。協議会へ入会

届を出す際は、法務大臣に提出する雇用条件・給料面を記載している書類のコピーを入会届

と一緒に提出してもらうが、その際に業務内容をチェックしている。 
・ 現状、抜き打ち検査は行っていない。 
 
○質問 6 
・ 一社複数施設で外国人材の受入れを行っている。この場合、協議会への加入は施設ごとか、

事業者単位か。 
 
○観光庁 
・ 所属機関として登録いただく場合、複数に別の外国人材が従事する場合は施設毎に協議会へ

の加入が必要である。 
 
２. 【（一社）海外人材開発機構 講演】 
○質問 1（事務局から） 
・ P.9 の団体概要に書かれている所属団体・参加団体とどのくらいの頻度で打ち合わせ等して

いるか。 
・ 参加事業者からどういった内容の質問が多いか。 
 
○（一社）海外人材開発機構 
・ 組合の定期的な理事会は 2～3 か月に一度行っている。その他、今回のように入国制限解除

になり、共通の認識事項を確認する必要がある時など、臨時で理事会を開催している。理事
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会で決定したことを組合員にお知らせしている。総会・臨時総会においては半年に一度開催

して、組合の方向性や収支について報告している。 
・ 多い質問は、従事させる業務の内容や先ほどの観光庁への質問でもあったように、一つの業

務を中心にしてもいいか等のものが多かった。他の支援先ではいいといわれたがどうか、と

いったような確認の質問があった。人件費とのバランスで、どの在留資格を使うと経営的に

プラスになるか、との質問もあった。 
 
○質問 2（事務局から） 
・ 北海道、兵庫、沖縄でも支援しているとのことだが、それぞれ悩みの違い等はあるか。 
 
○（一社）海外人材開発機構 
・ 組合は北海道限定のものである。組合としては、兵庫、沖縄は支援していない。兵庫県は小

さい旅館が多く、1～2 人しか受入ができない。最初に来た人材を長く使いたい希望があるが、

制度の趣旨上、1 年間で終了してしまうこと、途中で帰ってしまう場合に、代わりの人材が

すぐ見つからないことがある。繁忙期だけ人材が欲しいという要望もある。そのあたりがマ

ッチングしないケースがある。 
 
○質問 3 
・ ベトナムからのインターシップついて、来日する学生の日本語レベルはどのくらいか。 
 
○（一社）海外人材開発機構 
・ 当方では、日本語学科と観光学部の学生を主に取り扱っている。日本語学科は 2～4 年生の

修了年の学生が主である。目安は大学 2 年生で N4、大学 3 年生で N3、大学 4 年生で個人の

能力によるが N3 以上のレベルで入ってきている。ただし、実際我々が話す日本語と現地で

学んでいる日本語の会話レベルではかなり開きがある。日本人は早口だとよく言われ、また

各地の方言があったりするので、難しいところがある。N2・N3 レベルでも聞き取りはでき

るが、答えることができないケースもある。同じレベルでも日本にいる留学生と現地で学ぶ

外国人材に差がある。 
 
○質問 4（事務局から） 
・ OMDO は現地に入り込んだ活動をしているとのことだが、現地での取組や外国人材の確保の

必要性・重要性について聞きたい。 
 
○（一社）海外人材開発機構 
・ 自分は人任せにすることができない性格である。現地のパートナーに任せっぱなしの紹介者

が多いのは十分に承知していた。なので、極力自分たちが現地に入り込み事業者の声を現地

に反映させるということがすごく重要だと考えている。日本人が直接かかわることにより、

それぞれの国でのパートナーの対応が違ってくる。サポートする大学、送出しをする対応も

当然変わってくる。規模の小さい事業者では、なかなか現地に行くことは難しいと思うが、
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今は Zoom などネットを使った面接などもできるため、現地とのコミュニケーションをとっ

ていただきたいと思っている。 
 
○質問 5（事務局から） 
・ 調理に関する質問が昨年からあったが、マルチタスクに調理に関する業務が入っていない中

で、調理部門で人材を取りたいとの質問があったが、今後の取組内に調理師学校との連携と

あるが、外食での特定技能の支援をしつつ宿泊事業者と連携させながら、双方の特定技能を

支援するというように理解したが、どうか。 
 
○（一社）海外人材開発機構 
・ ホテル業の調理部門のところは、外食での使用が可能とのことなので、外食での特定技能の

プログラムをしっかり確認した上で、事業者と話をし、調理部門での人材不足に活用できれ

ばと思っている。実際兵庫では、大阪の調理師学校と連携を取り、新聞記事にもなった例が

あるので、来年以降はそういった人材の支援もできるのではないかと考えている。 
 
３. 【㈱油谷湾温泉ホテル楊貴館 講演】 
○質問 1（事務局から） 
・ 現在の外国人材の活用状況 
・ インバウンドが 1％以下というところから、外国人材を活用しようと思った原動力は何か。 
 
○㈱油谷湾温泉ホテル楊貴館 
・ 現時点で当館では、社員として 2 名雇用している。韓国、フィリピンの方。韓国の方は、就

労ビザを取り更新している中で、フロント・サービス業務を中心に従事している。フィリピ

ンの方は、結婚を機に日本へきて、清掃・洗い場・フロント内部などマルチに従事している。 
・ コロナ前は、インバウンドは 6～8％まで増えていた。エリアの中ではインバウンド比率は低

いエリアではあるが、その中でも受入れは増えていた。ターゲット戦略の中で、どの国でも、

どういう単価でも、というわけではなく、個人旅行の方が増えた時に、リピーターが増えて

いて、リピーターは確実に安心感・おもてなしを重視していると感じた。 
 
○質問 2 
・ インターンシップを受入れた際の 3 ヶ月でかかったコストを教えてほしい。 
 
○㈱油谷湾温泉ホテル楊貴館 
・ 経済産業省の制度を活用した。本来は渡航費・生活費などの費用が出てくるが、渡航費・生

活費はすべて国から補助が出た。このインターンは清掃・フロントなどの日々の業務を充て

るのではなく、外国人材のインターンということでインバウンドに対してチャレンジする部

分での活用だったので、本人へ払う賃金は発生しなかった。導入するには大変いい制度であ

った。まだ継続していると思うので、外国人材を考えている人にとってはとてもいい制度で

ある。 
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○質問 3 
・ 職員とのコミュニケーションについて、多様性・理解・気配りというところで、楊貴館で特

別な研修・勉強会があるか。自然とコミュニケーションが醸成されたのか。 
 
○㈱油谷湾温泉ホテル楊貴館 
・ 社員には外部の講師ではなく、自身で導入の研修を行った。パート・アルバイトともコミュ

ニケーションが高く構築された。セミナーよりも現場で構築されるコミュニケーションに価

値があった。 
 
４. 【㈱ワールド・ヘリテイジ 講演】 
○質問 1（事務局から） 
・ 外国人材を受入れたことで社長が大事にしているところ、社員に大事にしてもらっていると

ころがあれば、教えていただきたい。 
 
○㈱ワールド・ヘリテイジ 
・ 多文化共生社会は外せない、そういった時代が来ると思っている。いかに外国の方々と文化

を尊重しながら社内に魅力として取り入れるか、というところが大事だと思っている。2 年

目の韓国の外国人材に、和食が売りの宿泊施設でお茶と生け花の稽古を受けながら接客モデ

ルをしてもらっている。海外にお茶や生け花を発信する人になってほしいと思っている。 
 
○質問 2 
・ 技人国と特定技能の方の割合はどのくらいか。 
 
○㈱ワールド・ヘリテイジ 
・ 特定技能のチャンさんはもっと日本で働きたいと思っているため、もっと上の資格を取るか、

働きながら学校に通い技人国に変更したいと言っている。正社員 11 名のうち、特定技能が 1
名、技人国が 10 名である。 

 
○質問 3（事務局から） 
・ 技人国と特定技能を受入れる際の手間やコストなどで違いを感じることはあるか。 
 
○㈱ワールド・ヘリテイジ 
・ 制度が整備されているので、あまり違いはないと感じる。技人国の方は N1、N2 など日本語

レベルが高い。チャンさんは特定技能であるが、技人国とそれほど差はない。技人国で入っ

てきた方はプロ意識が高い。 
 
○質問 4（事務局から） 
・ マネージャーはどういったことに気を付けているか、社長がマネージャーに外国人材との向
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き合い方をどう伝えているか。 
 
○㈱ワールド・ヘリテイジ 
・ 大学の先生とコミュニケーションをとることがあるため、外国人の国柄をアドバイスするこ

とがある。国ごとに個性があると思うため、ニュアンスの伝え方などを考えている。 
 
○質問 5 
・ 特定技能と技人国の業務のすみ分けはどのようにしているか。 
 
○㈱ワールド・ヘリテイジ 
・ 技人国はフロントに偏りがちである。その点、特定技能は何でもしていただけるという意味

で会社にとっては有難い人材である。レストラン業務で特定技能の方が活躍している。 
・ コロナ前、ベトナムから団体が訪れた。ベトナムスタッフがいるから訪れるという点もある。 
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2） 2020 年 11 月 6 日（金） 
1. 【観光庁説明】 
○質問 1 
・ 4 業務について、全てに従事してもらわなければいけないのか。 
 
○観光庁 
・ 4 業務がメインの内容となる。4 業務すべてに従事していただく必要はなく、できる限り従

事していただき、マルチタスクの業務に知見を持っていただくことが必要である。企画など

HP 作成等にいきなり従事させるのは難しいと思うので、最初はそれ以外のフロントや接客、

レストランサービス等に従事していただければと思っている。 
 
○質問 2（事務局から） 
・ 資料 P.10 のブロック別のマッチング状況について、見解はどうか。関東が多いかと思ったが、

中部や近畿に多い傾向があることについてどう思うか。 
 
○観光庁 
・ 技人国や技能実習生の受入れが中部、近畿方面に多く、技能実習 2 号を終えた実習生はその

まま特定技能に申請し直すことが可能で、そういった観点から多いのではないかと考える。 
 
○質問 3（事務局から） 
・ コロナ禍において、特定技能ないしは外国人材全般を採用する際の特徴的な質問が観光庁に

届いているか。 
 
○観光庁 
・ 今のところコロナ関係の質問は届いていない。業務内容に関する質問の方が多いと感じてい

る。 
・  
○質問 4（事務局から） 
・ P.9 の協議会について、協議会への入会は必須か、また入会手続きの部分を詳しく教えてほ

しい。 
 
○観光庁 
・ 特定技能の方を受入れるためには、協議会への入会は必須となっている。 
・ 所属機関は受入れを行ってから 4 か月以内に、観光庁へ必要書類を提出していただく必要が

ある。提出していただく書類は、実際に働く所属機関（ホテルなど）が法務大臣に提出した

雇用条件等が記載されている書類のコピー、実際に働いている方の在留カード、入会届、返

信用封筒と切手（入会届を返送するため）である。 
・ 登録支援機関は、支援している所属機関の書類・登録支援機関の書類両方が揃い、内容に不

備がなければ押印し、返送している。登録支援機関は入会届、返信用封筒と切手を送ってい
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ただくことと、所属機関に早期に書類の送付を行うよう伝えてほしい。 
 
○質問 5（事務局から） 
・ 今後、その手続きは WEB に移行していくことは検討しているか。 
 
○観光庁 
・ 現在観光庁に送ってもらっているが、セミナー申し込みのポータルサイトに、WEB 上で入

会手続きができるシステムを制作してもらっている。今後はそちらを運用したいと考えてい

る。 
 
○質問 6（事務局から） 
・ 運用のタイミングは調整中ということか。 
 
○観光庁 
・ 入会の登録自体はできる。ただ、到着済みの書類の入力が私たちの方でまだできておらず、

これから周知したいと思っている。 
 
○質問 7（事務局から） 
・ 特定技能評価試験について、今年度の試験の状況と、差し支えなければ合格者等を教えてほ

しい。 
 
○観光庁 
・ 今年度、本来なら 4 月に試験実施の予定だったが、コロナ禍の影響で 7 月、9 月に実施した。

両方合わせ 800 名合格しており、今月 11 月と 2 月に今年度最後の試験を実施する予定であ

る。 
・ 合格したのは留学生やインターンなどまだ実際に働きに出られない方が多く、学校を卒業し

てからの従事になる。 
 
○質問 8（事務局から） 
・ 専門学校や大学等などそういった所にアプローチすると特定技能外国人材を持っている方が

何人かいるというような状況か。 
 
○観光庁 
・ その通りである。 
 
○質問 9（事務局から） 
・ ベッドメイキングや清掃の業務についての質問が昨年も多かったが、どうか。 
・ こういった業務をしているかどうかはチェック・管理はしているのか。 
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○観光庁 
・ ベッドメイキングや清掃もしてもらっていいが、本来実施していただけなければいけない 4

業務より勤務時間が多くなってしまうと問題がある。4 業務の隙間の時間にしてもらうのは

可能である。 
・ 現状チェックはしていない。入会届を出してもらう際に、雇用条件にどういった業務が入っ

ているかをチェックしている。 
 
○質問 10（事務局から） 
・ 現状マッチング状況は 139 人ということだが、今後ほかの 13 業種との兼ね合いで、人材の

取り合いや不足が補えない等出てくると思うが、増やしていくことへの取り組みは何かして

いるか。 
 
○観光庁 
・ 一番はセミナーで企業（所属機関）の方々に制度を知ってもらいたい。引き続きセミナーを

行っていきたい。 
・ 昨年はセミナーの第二部で企業との面談の場を設けていたが、今年度もセミナー後のアンケ

ートを参照し、どのように交流の場を設置していくか考えていきたいと思っている。 
 
2. 【㈱ホテル小柳 講演】 
○質問 1（事務局から） 
・ 支援機関の活用というのが、スムーズな受入れには必要な手段だと思うか。 
 
○㈱ホテル小柳 
・ 登録支援機関も相当数あると思うが、連絡が取り易いという点で、当館は地元の登録支援機

関を活用した。 
 
○質問 2（事務局から） 
・ 地元の近隣市町村や日本語学校や大学のリサーチは、社員の方がされているのか、野澤社長

がしているのか。 
 
○㈱ホテル小柳 
・ 私がしている。前回セミナーで登壇した際に、日本語学校の先生がいたのでそこでコミュニ

ケーションを取った。地元の大学とはよく行き来しているので、留学生の人数や国籍を聞い

ている。毎年新しく来る外国人留学生が働く場として当館があったらいいと思い、毎年春先

に大学の先生に挨拶に行くなどしてコミュニケーションを取っている。 
 
○質問 3（事務局から） 
・ そのコミュニケーションは、特定技能の制度が始まってから行っているのか。以前からして

いたものなのか。 
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○㈱ホテル小柳 
・ 大学のアルバイトについては以前から行っていた。新潟には日本語学校が 2 校あるが、去年・

一昨年くらいからしている。 
 
○質問 4（事務局から） 
・ 学校の先生は、社長や人事の訪問に対して、採用を期待して丁寧な対応をしてくれるのか。 
 
○㈱ホテル小柳 
・ そんなことはないと思う。当館でアルバイトしているので、事情を知っている。生徒から生

徒のコミュニティ間の情報が大事だと思う。 
 
○質問 5（事務局から） 
・ 4 業務の制度の部分で、どのようにしてバランスよく従事させているか。 
 
○㈱ホテル小柳 
・ 旅館でいうと、布団の上げ敷きや裏方業務の皿洗いなど短時間の業務は、アルバイトやパー

トでできているケースが多い。ホテルはベッドメイキングなどの人員が不足していると思う

が、旅館においてはサービスに接する人員が不足していると思う。配膳などのスタッフが少

なすぎて、繁盛期でも稼働を抑えることもある。旅館業はサービスに従事することが多いと

思う。裏方のことだけをさせるのはもったいないし、日本人同等の当たり前の給料を払うの

で、日本人と同じようなことをしっかりと行ってほしい。 
 
○質問 6（事務局から） 
・ 現在働いている外国人材の働きぶりや接客、社内コミュニケーションはどう評価しているか。 
 
○㈱ホテル小柳 
・ 非常に気が利く子で言葉も問題なく、信頼している。心強いスタッフの一員である。旅館は

地方に多く、特定技能の人材が田舎には来てくれないと思う経営者は多いと思う。当館も山

手の田舎町だが、来てくれたスタッフに聞くと、「自分の故郷は田んぼしかない田舎で、雰囲

気が故郷に似ていて落ち着く」と言っていた。都会の方が、人気があると思われがちだが、

そうでない方もいるので、日本旅館協会などはきちんと求人を提供してチャレンジしてほし

いと思っている。 
 
○質問 7 
・ 働いている外国人材の方の日本語能力はどのくらいのレベルの方を採用したのか。 
 
○㈱ホテル小柳 
・ 1 人目は N4 レベルで、最初はとても苦労していた。2 人目は N2 レベルでほぼ言葉に問題は
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なかった。N3 レベル以上がスタートと考えたほうが良いと思う。本人も日本語が話せない

と社員同士のコミュニケーションがうまくできず、辛いと思う。 
 
3. 【㈱池の平ホテル&リゾーツ 講演】 
○質問 1 
・ 5 年後、人文ビザに切り替える前提なのか。 
 
○㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
・ 外国人社員の 5 年後に関して準備しなければいけないことがある。最終的な判断は入管が決

めることなので審査結果がどうなのかという点は難しいところだが、一つ目の条件は外国人

材の方が技人国に当てはまる能力があるか、弊社は 5 年間でステップアップしながら部署異

動をして学んでもらっている。もう一つは外国人材が活躍できる職場を用意する事である。

彼らの母国での販路を広げるためにもインバウンドへの営業活動を行っている。 
 
○質問 2 
・ 特定技能をどのように採用したのか、紹介料は支払っているのか。 
 
○㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
・ 採用経路は、一つは技人国からの特定技能への切り替えがある。もう一つは、日本にいる留

学生からの特定技能の申請である。 
・ 苦労した点は書類である。一人当たり 100 枚近い書類を書かなくてはいけない。我々は支援

機関を通さずに自社で行ったため、業務量が多かった。 
 
○質問 3（事務局から） 
・ 現在働いている外国人材の働きぶりや会社にいい影響を与えたところがあれば紹介していた

だきたい。 
 
○㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
・ メリットはお客様から目立つので、評価をいただくことが多い。毎日、お客さんからのアン

ケートに名前が出てくる。良い事も悪いことも書いてあるが、そういった声が彼らのモチベ

ーションにも繋がる。若手社員のいい刺激になっている。若手中心にクラブ活動なども始ま

っている。 
 
4. 【(株)グリーンズ 講演】 
○質問 1（事務局から） 
・ 昨年セミナーの交流会で何名か採用されたかと思うが、彼らは技人国での採用か。 
 
○㈱グリーンズ 
・ その通りである。二名技人国で採用した。一人はスムーズに働けている。もう一人は韓国の



23 
 

方で帰国しコロナ禍のため、戻れなくなってしまっている。4 月入社のはずが、11 月入社に

ずれ込んだ。 
 

○質問 2（事務局から） 
・ 昨年行ったセミナー後の交流会の感想は。 
 
○㈱グリーンズ 
・ あった方が有難い。現在当社で働いている子の中には自分から質問に来て話していく間に、

当社への入社を決めた子がいた。 
・ 現在採用面接は WEB でも行っている。別府で留学生だけに説明会を開いたりして、発信し

ている。 
 
○質問 3（事務局から） 
・ 留学生への発信は専門学校や大学などと連携して行っているのか。 
 
○㈱グリーンズ 
・ 依頼があった学校の説明会に参加することもあれば、マイナビを使って留学生向け説明会の

応募者を募り、Zoom で ID を渡している。 
 
○質問 4 
・ 留学生より特定技能の資格で採用したいか。 
 
○㈱グリーンズ 
・ 今後、人材が不足するときのために、特定技能で採用した方が後々の安心材料になるかと思

っている。 
 
○質問 5（事務局から） 
・ 外国人材の採用目標はあるか。 
 
○㈱グリーンズ 
・ 何年までに何人というのはないが、毎年何人かは増やしていきたいと思っている。今年は 10

人と言われていたが、現在は外国人材に限らず抑制の方に動いている。来年 4 月までに 5 名

外国人材が入社してくる。 
 
○質問 5（事務局から） 
・ 外国人材を採用したメリットなどはあるか。 
 
○㈱グリーンズ 
・ 日本語能力の高い方がたくさんいて日本語でのコミュニケーションが取れることと、母国語
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が活かせる。英語ができる方も多いため、助けられている。 
・ 日本人だけでいると当たり前のことが、外国人からの別の視点で見ることができ、新しい考

え方が入ってくることは心強いと思う。 
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3） 2020 年 11 月 9 日（月） 
1. 【観光庁説明】 
○質問 1（事務局から） 
・ P.10 マッチング状況について、どのような地域で試験の参加者が多いか。 
 
○観光庁 
・ 東京が一番多く、名古屋でも開催しているが多い月と少ない月があり、コンスタントに多い

のは、東京と福岡である。東京は関東圏だけでなく、北陸からも交通の便が良く、また開催

日数も多いためだと考えられる。 
 
○質問 2（事務局から） 
・ 協議会への入会の問合せは関東の事業者が多いというわけでもなく、全国的にいろんな事業

者から連絡があるという認識でよろしいか。 
 
○観光庁 
・ 関東圏と中部、近畿の施設からの入会の希望が一番多くなっている。東北、九州地方が少な

い状況である。 
 
○質問 3（事務局から） 
・ 在留資格の特定技能 1 号から 2 号への移行について、受入れる事業者へ注意点等があれば補

足いただきたい。 
 
○観光庁 
・ 特定技能 2 号にはまだ宿泊業が入っていない。技能実習 1 号から 2 号への移行や技能実習 2

号から特定技能１号への移行など、段階的に扱っている。熟練度は上がっていくため、今後

特定技能 2 号に宿泊分野が取り入れられた場合は、1 号の 4 業務より高い技能が必要になっ

てくると思われる。 
・  
○質問 4 
・ ホテルが経営する併設のレストランで雇用する場合、調理に特化するのであれば外食分野で

受入れることは可能か。 
 
○観光庁 
・ 調理だけだと 4 業務に入らない。併設するレストランということで、そちらの業務の割合が

高ければ宿泊ではなく、別の分野での受入れになるかと思う。例えば、併設しているレスト

ランには 1 か月の業務のうち限られた数しか行かないような事例であれば、宿泊分野で登録

いただきレストランサービス業務に位置付けるような業務をしていただければよい。 
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○質問 4 
・ 観光庁と 4 団体との連携状況や取組があればお教えいただきたい。 
 
○観光庁 
・ 協議会の中に 4 団体も入っていただいている。協議会を開いての周知はもちろんのこと、協

議会を開いていなくても電話・メールなどで常時情報を共有している。 
 
2. 【ホテルプラザオーサカ 講演】 
○質問 1（事務局から） 
・ 特定技能を含めた外国人の採用時、何を重視して採用しているか。 
 
○ホテルプラザオーサカ 
・ 特に外国人の方というわけではないが、接客業である為、笑顔・挨拶を重視している。 
 
○質問 2（事務局から） 
・ 日本語能力についてはどうか。 
 
○ホテルプラザオーサカ 
・ 多少おぼつかなくても将来性を見据えて採用する場合もある。 
 
○質問 3（事務局から） 
・ 特定外国人材の在留資格になると N4 レベルが最低限になり N2 に比べると物足りない部分

も出てくるが、そういうのも含め笑顔・所作・やる気があれば、採用枠を準備していくとい

うことか。 
 
○ホテルプラザオーサカ 
・ その通りである。 
 
○質問 4（事務局から） 
・ いろんな国籍の外国人材を採用して活躍しているようだが、各国籍で違いを感じるか。業務

上で配慮している点があれば、教えていただきたい。 
 
○ホテルプラザオーサカ 
・ 国別の特性はあまり感じない。アジアと欧米で見ると、欧米の方が、主張が強いように感じ

る。 
 
○質問 5（事務局から） 
・ 各種専門学校等と何かやり取りをしているか。専門学校に出向いて話を聞くようなことはし

ているか。 
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○ホテルプラザオーサカ 
・ 直接、足を運ぶこともあれば、先方から、外国人材の紹介を受け面接等の依頼を受けること

もある。アンテナ（人とのコネクションなど）を張っているといろいろなケースが生じるこ

とがある。 
 
○質問 6（事務局から） 
・ 現在、技人国の外国人の方が多いので、通訳業務が多いかと思う。今後、特定技能外国人材

を採用した場合は、4 業務を幅広く従事させることになるが、どのように業務を回していく

のか、工夫する点、注意点等あればお教えいただきたい。 
 
○ホテルプラザオーサカ 
・ 本人の希望を優先させたいと思う。本人の希望を聞き、人員配置を考えていきたい。 
 
○質問 7（事務局から） 
・ 社内のスタッフと外国人材間の交流の取組の中で、評判のいいものがあればお教えいただき

たい。 
 
○ホテルプラザオーサカ 
・ 毎年社員旅行を実施しており、宴会で外国人の方が特技を披露するなどの交流をしている。

日常の中では、社内研修などで、一緒に勉強する機会や毎月スタッフの誕生日を祝う食事会

を開いており、そういった場所で交流する機会を設けている。 
・ 外国人材の寂しいという気持ちを癒せるように努めている。 
 
3. 【㈱グリーンズ 講演】 
○質問 1（事務局から） 
・ 技人国の採用が中心とのことだが、日本語の能力はどうか。 
・ 採用の際に日本語能力がポイントになってくるか。 
 
○㈱グリーンズ 
・ N2 レベルの方が多い。採用時に N2 レベルに達しなくても、入社までに N2 レベルに到達し

てくる。 
・ 現場では日本語能力を重要視する意見が出てきているので、採用の際にも重要視せざるを得

ない。サービスの対応力が高いと感じ採用したが、日本語習得スピードが遅く、仕事の覚え

が遅いというケースが出ている。 
 
○質問 2（事務局から） 
・ 社員間の交流の場はどんなものがあるか。 
・ 交流によってどんな社内的なメリットがあったかお教えいただきたい。 
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○㈱グリーンズ 
・ 現場に入ってしまうと、本社からは見えにくくなってしまうため、本社において専任の教育

担当者を立てて、外国人材と関わるように仕組みを作った。また、本社に相談窓口を作り（韓

国人の方が担当している）、担当者からも連絡をするような体制を取っている。外国人材同士

の方が共感しやすいこともある。 
 
○質問 3（事務局から） 
・ 日本人と外国人材の働く場面で、配慮が必要だと思うことはあるか。 
 
○㈱グリーンズ 
・ 分からないことが出た時に、分かり易い言葉に言い換えたり、分かるまで別の言葉を使って

教えてあげる配慮は必要だと思う。 
 
○質問 4（事務局から） 
・ 交流会について、どう思うか。 
 
○㈱グリーンズ 
・ 交流会でいい人材が採用できて、交流の場があるのは有難かった。 
 
○質問 5（事務局から） 
・ 現在の採用は WEB を活用しているか。 
 
○㈱グリーンズ 
・ 新卒採用は WEB で行っている。留学生用の採用ナビも利用しており、WEB 上で二日間説明

会も行っている。両方とも好評で、各 20～30 名の参加者がいた。 
 
○質問 6（事務局から） 
・ 専門学校との関係はどうか。 
 
○㈱グリーンズ 
・ 去年から繋がっている専門学校があり、そこを中心に依頼をいただいたところに出向いてい

る。 
 
4. 【戸田家 PC 不調のため観光庁との質疑応答】 
○質問 1（事務局から） 
・ ベッドメイキングについて、多少の従事は良いとのことだが、どのように事業者に説明して

いるか、お教えいただきたい。 
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〇観光庁 
・ ベッドメイキングは、施設を運営していく中で必ず必要な業務ということを認識しているが、

特定技能 1 号で外国人材を雇用するのは、フロント等 4 業務を基本的に従事いただいて、例

えばチェックインチェックアウトの合間にしていただく程度（割合を示していないが）なら

問題ない。 
 
○質問 2（事務局から） 
・ 支援計画の書き方の工夫はあるか（ベッドメイキングの点で）。 
 
〇観光庁 
・ ベッドメイキングについて最初から支援計画に記載してくる方はいない。疑問に思っている

方は事前に電話などで質問をいただいている。実際に雇用して計画を立てる際は、4 業務で

計画を立てられている。 
 
○質問 3（事務局から） 
・ 目標人数に達するために何か展開しているものがあればお教えいただきたい。 
 
〇観光庁 
・ ウェビナー等で前半 4 回は説明を中心にして、後半に交流会を開催したいと思っている。 
 
○質問 4（事務局から） 
・ 想定スケジュールが 5 年と聞いているが、コロナ禍の影響におけるこの事業の予算措置はど

のようになっていくのか。 
 
〇観光庁 
・ 広く観光産業という分野で考えた場合に、日本は観光産業で担っているところが多くある。

まずは産業を活性化していくことに重点を置いている。セミナー関連も継続していくことが

重要だと考えている。 
 
5. 【㈱戸田家 講演】 
○質問 1（事務局から） 
・ 外国人材を採用する上で大事にしていることを教えていただきたい。 
 
○㈱戸田家 
・ 笑顔を出していただける方を一番望んでいる。N3 レベルの能力は大体持っているので、話

していくうちに言葉は上達していく。 
 

○質問 2（事務局から） 
・ 受入れる側として大事にしていることは何か。どんな交流を行っているか。 
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○㈱戸田家 
・ 長く働いてくれることを望んでいる。 
・ 部署別に同年代を集め、会社の経費で食事をしながらミーティングを行っている。また、グ

ループで他の旅館に宿泊しに行く場合は、申請があれば補助を出している。その旅館の感想

や意見をレポートとして提出してもらっている。 
 
○質問 3（事務局から） 
・ 今後、特定技能を受入れていく際に懸念していることはあるか。 
 
○㈱戸田家 
・ 言葉の問題を懸念していた。中国の技能実習生はほとんどが N3 レベル程度を持っている。

その学生と話をすると、少しちぐはぐするところがある。特定技能の方は、技能実習生と同

等か少し慣れていないレベルだと思い、少し心配ではある。 
・ 実例でいうと、ベトナムの男性はほぼ日本語ができなかったが、半年を過ぎたころに十分会

話ができるレベルまで達した。母国語の通訳も問題なくできる。 
 
○質問 4 
・ 戸田家に就職を決めた学生の決め手が何だったか聞いていれば教えていただきたい。 
 
○㈱戸田家 
・ みんなが優しく、とても働きやすかったので、決めたと聞いている。 
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4） 2020 年 11 月 13 日（金） 
1. 【観光庁説明】 
○質問 1（事務局から） 
・ 4 業務と他の業務（特にベッドメイキングや清掃など）との兼ね合いについてと、効率的に 4

業務をうまく運用している事例などがあればお教えいただきたい。 
 
○観光庁 
・ 1 日のうちにすべての 4 業務をさせないといけないかというと難しいと思う。雇い入れをす

る期間内に 4 業務をさせることが前提だが、ある程度の期間を一つの業務に絞って集中して

その業務を学ばせ、できるようになったら次の業務をさせるというような進め方をしている

ところが多いと思う。 
 
○質問 2（事務局から） 
・ 入管業務は今年度も混雑しているのか。 
 
○観光庁 
・ 受入の方は、現在は制限がかかっているが、緩和に伴い人数は増えてくると思う。入管は現

在在留資格を持っている人の相談窓口も担っており、混雑する恐れがあると思う。 
 
○質問 3（事務局から） 
・ 昨年度実施した交流会をきっかけにマッチングした事例も資料 P.10 の人数に含まれている

か。 
・ 交流会の重要性はどう見ているか。 
 
○観光庁 
・ 含まれている。 
・ セミナーで、実際に外国人材を雇用している企業の生の声を聞くことは良い機会なので、積

極的に交流会は行っていきたいと思う。 
 
○質問 4（事務局から） 
・ P.11 に 4 つの事例が載っており、大都市ではなく地方の事例が多いようだが、特定技能外国

人材の特徴として地方でも需要は高まっているのか。 
 
○観光庁 
・ リゾート地は働きやすさや不便があっても、企業側が車の用意などフォローしているところ

もあるので、そういった観点で自然のある所で働きたいと思う人が多い印象を受けた。 
 
○質問５ 
・ 今年度の試験の状況をお聞きしたい。 
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・ 試験は参集型か。 
・ 昨年に比べると試験の合格率はどうか。 
 
○観光庁 
・ 4 月に試験を実施する予定であったが、コロナの影響で 7 月に実施した。その他に 9 月、11

月、2 月（全 10 回）に実施する予定である。 
・ 筆記試験があるので、試験会場で行っている。タブレット形式で試験を行っており、実技も

タブレットを使用して行っている。 
・ 7 月は 1700 名が受験している。9 月は海外の方が入国できていない状況もあり、600 名近く

であった。11 月は 1000 名ほどの申し込みがある。 
・ 合格率は、今年は 50%を切っている。日本語能力による部分があると思われる。 
 
○質問５ 
・ 協議会への入会状況はどうか。 
 
○観光庁 
・ 今年度はコンスタントに毎月 2～3 件程協議会への申し込みをいただいている。もっと協議

会を周知していく必要があると思っている。 
 
2. 【（一社）海外人材開発推進機構 講演】 
○質問 1（事務局から） 
・ 事業者における外国人材のニーズは、コロナ禍も含めどのような感じか。 
 
○（一社）海外人材開発推進機構 
・ Goto 事業の前は、日本人採用を含め、外国人材採用を再検討する企業が多かった。コロナ禍

がいつ終わるかわからないが、将来的な見地に立つと人材は欠かせないという企業が多かっ

た。計画的に、どういうカテゴリー別に採用していって企業のニーズに適い、かつ企業の経

営にも寄与するのか慎重に考えて進めている。 
 
○質問 2（事務局から） 
・ 兵庫、沖縄でも同様なイメージか。 
 
○（一社）海外人材開発推進機構 
・ 今年春、コロナ禍でホテルを一時休業するという時に、インターン生を含め学生を帰したい

という企業が北海道、兵庫、沖縄の企業で多くあった。インターンという在留資格の目的を

考えた時に、事業者都合で帰すというのは趣旨に反する。この点を理解して最低限休業中の

生活保障をして、かつ日本語教育などそういったことで一年間の履修を終えられた学生が 9
割方だったのは評価できる点である。 
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○質問 3（事務局から） 
・ 特定技能外国人材含め在留資格制度を事業者への周知に力を入れないといけないところで、

登録支援機関の支援が必要になってくるという理解でよろしいか。 
 
○（一社）海外人材開発推進機構 
・ その通りである。 
・ まだ採用を控える企業が多いように思う。問題点として転職ができるという点があると思う。

職業選択の自由があり、避けては通れないが、安定的に一定期間を全うできる方向に考える

企業が多いように思う。それが採用控えに影響しているのではないかと思う。 
・ 日本に残りたいという留学生も多いように思う。留学の在留資格期限が切れても、何か就職

活動をするということで特別に在留資格が延長されるケースがあり、そういったのも一つだ

と思う。 
・ 日本語学校の方が聞いたら語弊があるかもしれないが、誤解のないようにしていただければ

と思う。 
 
○質問 4（事務局から） 
・ 台湾・ベトナムなど現地の送出し機関との連携をされていて、現地での活動が北海道の事業

者に安心感を与えていると思うが、その点も事業者にとっては重要な点になるか。 
 
○（一社）海外人材開発推進機構 
・ 間に入る企業・機関の信用度の問題になると思うが、話を聞いて進めるよりは、一度でいい

から現地へ行って現地の生活スタイルや国民性を確認したほうが、受入れる企業にとっては

違いが分かるので良いと思う。 
 
○質問 5 
・ 特定技能 1 号と技能実習では、費用面で大きな差があると思うが、受入れ企業はどちらの受

入れが望ましいと考えているか。どちらを希望されることが多いか。 
 
○（一社）海外人材開発推進機構 
・ 特定技能 1 号は、現在日本もしくはミャンマーでの試験の合格者にしか与えられない資格だ

と認識している。技能実習から特定技能 1 号に行く人材は 2 年先だと思っている。それを踏

まえた上で仮に海外で試験を受けた場合と技能実習の場合とで比較すると、技能実習の方が

費用は若干高いと思う。国のやり方が違うが、時給ベースでいうと、150 円くらい差がある

かと思う。特定技能の方が高いケースもある。 
・ 北海道の企業に案内する際は、ケースごとの費用の見積もりを必ず出している。どちらが企

業にとっていいのかは、企業別に相談に乗っている。北海道においては技能実習に傾向が向

いている。 
 
○質問 6（事務局から） 
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・ 外国人材と事業者の交流会を設けたいと考えている。WEB を使い全国の事業者と学生でし

たいと思うが、参加意向で踏まえている事情はあるか。 
 
○（一社）海外人材開発推進機構 
・ 北海道は敬遠されがちな地域で、国内の留学生を対象にすると地の利としては沖縄よりマイ

ナスだと感じる。その点をどう解決したらいいのか悩んでいる点である。 
・ 特定の日本語学校と連携を取った中で卒業までどういったフォローができるか（奨学金や試

験費用の補助など）検討中である。組合として考えていることである。 
 
3. 【㈱池の平ホテル&リゾーツ 講演】 
○質問 1（事務局から） 
・ 外国人材に向けて、日本で働くことのモチベーションを維持するところで大切にしているこ

とは何か。 
 
○㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
・ 自分自身、海外で外国人として働いた経験から困ったこと、やりがいを感じたことをそのま

ま働いている外国人材に返している。彼たちでないとできない仕事を作ることが大切である。 
 
○質問 2（事務局から） 
・ 面談時に、外国人材の方々から、やりたいことや今後の展望などが出てくるのか。 
 
○㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
・ 外国人材の方々は、日本に来る時点で目標を持っている。技人国からわざわざ特定技能に変

更しているスタッフもいる。なぜかというと、彼らの目標の一つに将来母国でレストランを

したい、ホテルを経営したいというのがあって、その知識技能を得るのに、技人国では身に

つかない知識技能があるためである。彼らが本当に学びたいものを弊社としてどういう風に

提供できるかを考えている。一般的に特定技能はレベルの落ちる在留資格のように言われる

ことがあるが、一種の働き方の選択であるということを理解してもらい頑張ってもらってい

る。レストランの責任者を任せている外国人材もいる。どんどん仕事を任せることにより成

長し、弊社にとっても有難い人材になっている。 
 
○質問 3（事務局から） 
・ 特定技能外国人を 4 業務で働いてもらう際に、バランスよく働かせる工夫などがあれば教え

ていただきたい。 
 
○㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
・ 特定技能の外国人材は、レストラン関係の業務に就いてもらっている。その中でも、例えば

朝食を担当した人はその後にチェックアウトを担当する。または、チェックインを担当した

後にレストランに上がるなど、仕事を経験していただくように料飲部と客室は兼務で行って
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いる。 
 
○質問 4（事務局から） 
・ 彼らは、ホテル業務全般がしたくて特定技能として入国していることもあるだろうが、実際

にやりたい仕事を主張することはあるのか。 
 
○㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
・ 明確にある。目的を持っていない外国人材もいる。例えば留学生から特定技能になり採用し

たベトナムの男性がいるが、最初は日本で働くということが目的だったが、面談を重ねてい

く中で新しい目標を持ってもらうよう働きかけている。最終的には企画・広報的な仕事に就

くことを考え出している。 
 
○質問 5（事務局から） 
・ 外国人材を採用したならではというメリットや効果があればお教えいただきたい。 
 
○㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
・ 外国人材の雇用が増え始めたのは 5 年ほど前である。雇用が始まった最初のうちは、文化の

違いや意思疎通がうまくできないなど日本人社員から小言を言われることがあった。今は逆

に、特に若手の社員からは、同年代の外国人が目標をもって一生懸命働いている姿見て、日

本人の新入社員から外国語を覚えたい、新しいことにチャレンジしたいなど前向きな言葉を

受けることが増えた。 
 
○質問 6（事務局から） 
・ 社内研修でどんなことを教えているか。 
 
○㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
・ 日本語を教えている。特にテストでは使わないような言語、接客業の場では言葉としては現

れない目に見えない表現でお客様から発信される情報があるが、それらを読み取れるように

なるための研修を行っている。 
・ 実際に他社へ行って学ぶときもある。 
・ マーケティングや企画の部分も行っている。POP を作成している社員もいる。どういった告

知をしたらお客様に来てもらえるかなどをフィードバックして研修の中で行っている。 
 
○質問 7（事務局から） 
・ 5 年後の切り替え等について、今から取り組めるようなものなど意見あればお教えいただき

たい。 
 
○㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
・ 制度面でいえば、技人国の観点から見るとレストラン業務やベッドメイキングが単純労働と
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みなされているが、実際の業務は単純労働ではない。見方によってはフロントが単純労働と

見ることもできる。なので、業務自体に幅を持たせてもらいたい。実際は技人国の範囲に含

まれるようなこともしている。その点をもっと柔和に考えてもらいたい。 
 
○質問 8（事務局から） 
・ 事業者にとって、外国人材を活用したくなるような後押しできるメリットなどがあれば教え

ていただきたい。 
 
○㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
・ 目標をもってそれに向かって頑張ってくれるということに尽きる。宿泊業は若手の定着率が

良くない。その中で、外国人材が頑張っている姿は、他の社員のやる気につながっている。 
 
○質問 9（事務局から） 
・ 今後も外国人材の活用はしていく予定か。 
 
○㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
・ いい人材があれば、採用していく。 
 
○質問 10（事務局から） 
・ 定着してくれるような良い外国人材を見つけるコツなどあればお教えいただきたい。 
 
○㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
・ 面接のときに目標や将来の展望を聞いている。それが日本で実現できることなのか、母国で

実現できることなのかを考える。アルバイトの経験が活かせれるかなどを聞いている。 
 
4. 【㈱ワールド・ヘリテイジ 講演】 
○質問 1（事務局から） 
・ 外国人材とのコミュニケーションはどういった所に気を付けているか。 
 
○㈱ワールド・ヘリテイ 
・ あまり気にはしていない。一方で、文化の差、多様性が存在していると認識しており、他の

スタッフにも日本語だけでなく文化のトランスレーションも必要だと教えている。 
・ 外国人の方が違和感を持つときは教えるチャンスだと思う。 

 
○質問 2（事務局から） 
・ 外国人材と日本人の宿泊客とのやり取りの中で困ることは出てきているか。 
 
○㈱ワールド・ヘリテイジ 
・ フロントに外国人材がいると、怪訝な表情をするお客様もいる。電話応対で苦労していると
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きがある。 
・ 外国人差別の発言をするお客様には丁寧に理解を求めている。 
・ 技人国の韓国人材はお茶とお花を経験させている。すごく感動している。文化の橋渡しをす

る人材を作っていくのに大事なタイミングだと感じている。 
 
○質問 3（事務局から） 
・ 今後も外国人材は継続していく考えか。 
 
○㈱ワールド・ヘリテイジ 
・ 継続していく予定である。 
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（5）オンラインセミナー風景 
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（6）参加者アンケート結果 
参加者アンケートの結果を以下に示す。 

 
 業種を選んでください。【あてはまる番号ひとつに○】 

 
 
 

 獲得したい外国人材の出身国・地域を選んでください。【あてはまる番号すべてに○】 
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 交流会の理解度を教えてください【あてはまる番号ひとつに○】 

 
 
 

 交流会の満足度を教えてください【あてはまる番号ひとつに○】 
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 交流会の改善点を教えてください【自由記述】 
 講演や取組紹介をしてくださる会社・団体が用意した資料も、事前配布いただきたい。 
 特定技能にさらにフォーカスした内容であると嬉しいです。 
 タイムスケジュールの表示を常時しておいてほしい。 
 WEB では難しいかと思いますが、参加された企業様との交流できる方法があれば、考慮い

ただければ幸いです。本日はありがとうございました。 
 参加されている企業同士が交流できる機会があれば、セミナー後の情報交換等にも繋がるか

と思います。（テーマを設けたセミナー後の座談会やディスカッション等） 
 資料や議事次第の事前配布。 
 特定技能の宿泊についてマルチタスクという業務内容について次回もう少し詳しく話が聞き

たいと思いました。あと、採用の際の日本語コミュニケーションレベルテスト等どのように

されているか等。 
 ワールド・ヘリテイジ社の講演においては、冒頭のマクロの説明が不要と思った事（本セミ

ナーでなくともよい）、同社の概要やグループ内の取り組みの説明内容が期待していたセミナ

ー主旨とは異なると感じた（アニメの話など細かい話が多かった、営業的要素を感じた）事

により、途中で退出しました。 
 パネルディスカッションのセッションがあっても良いかもしれません。 
 プレゼン資料の事前配布。 
 改善ではありませんが、実際に外国人を雇用している事業者様からの困っている点や、あれ

ばその解決法なども聞いてみたいです。 
 事前に資料を開示いただけると質問がしやすいと思います。 
 送出国側の状況に関する説明があれば良いのではないか。 
 とりあえず、ネット環境の事前チェックをお願いします。 
 ①ネットの繋がりが強ければ、説明内容を聞こえやすくなると思います。②参加者も交流出

来たら情報交換がもっとできるかなと考えています。 
 一様に宿泊業での外国人採用と言っても、その立地や施設のコンセプトによって採用を検討

する人材は千差万別なので、複数の企業が事例紹介として参加することについては評価した

い。しかしながら、事例紹介の半分は企業紹介に終始しており、肝心の外国人を採用したこ

とに関する留意事項やメリット・デメリット、失敗事例など教訓になる話題は極めて少なか

ったことが残念。 
 観光庁の担当者と厚生労働省の担当も一緒に出て欲しい。 
 観光庁の資料説明がコロナ以前の情報で、コロナ禍では雇用情勢も変化しているので、その

点の説明があれば良かったと思います。 
 特定技能についてのセミナーなのに特定技能で雇用している実例がなく有益ではありません

でした。 
 実際の手続き、取得のスケジュール、雇用後のサポートや更新手続きなど具体的なことを聞

きたかった。また、特定技能の取得は弊社も行いましたが、とんでもなく手間や時間がかか

り二度目は行わない予定です。観光庁の目標と現実には差が大きくあると感じています。そ

れに対する見解が知りたいです。 
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 今後、事業者と学生の交流会は開催されれば参加しますか。【あてはまる番号ひとつに○】 

 

 
 

 今後、事業者と学生の交流会が開催された場合、開催方法はどれが良いですか。【あてはまる番号ひと
つに○】 
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 今後、事業者と学生の交流会が開催された場合、参加目的を教えてください。【あてはまる番号すべてに
○】 

 
 
 

 宿泊事業における外国人材受入れに向けたセミナーの開催の必要性を教えてください。【あてはまる番号
ひとつに○】 
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２. 宿泊事業者および外国人材向け交流会の開催 
（1）実施概要 
1） 目的 

全国の宿泊事業者および外国人材を対象に交流会を実施した。交流会は、効率的な集客を図る

ため特定技能試験の開催時期に合わせ、2021 年 2 月に全 6 回のセミナーを実施した。また、交

流会終了後には、満足度や理解度を確認するとともに、次年度開催に向けたニーズ等を把握する

ために参加者アンケートを実施した。 
なお、当初、学生は会場参集、事業者は全国からウェブ参加という前提で、各地域での開催に

向けて調整していたが、新型コロナウイルス感染症対策としてオンライン交流会として実施した。 
 
2） 開催日程・地域 
交流会の開催日程及び地域を以下に示す。 
目的記載した内容から、あらかじめ主な対象を見据えた開催とした。 

 
図表 2- 10 宿泊事業者および外国人材向け交流会実施概要 

開催日時 主な対象 会場 

2021 年 2 月 9 日（火）14:00～16:00 福岡県・近隣在住者向け 
オンライン（ZOOM） 
※事務局会場 
（三菱 UFJ リサーチ

＆コンサルティング

㈱会議室） 

2021 年 2 月 11 日（木・祝）14:00～16:00 大阪府・近隣在住者向け 
2021 年 2 月 12 日（金）14:00～16:00 愛知県・近隣在住者向け 
2021 年 2 月 15 日（月）14:00～16:00 東京都・近隣在住者向け 
2021 年 2 月 16 日（火）14:00～16:00 東京都・近隣在住者向け 
2021 年 2 月 20 日（土）14:00～16:00 北海道・近隣在住者向け 
 
3） プログラム 
交流会のプログラムを以下に示す。各会場ともに同様のプログラムで実施した。 

 
図表 2- 11 宿泊事業者および外国人材向け交流会実施概要 

時間 次第 内容 

14:00 
１．開会・挨拶 

入管法新制度（特定技能制度）の説明 
・観光庁による講演 

14:15 ２．交流会 

・事業者の取組や就業内容等の紹介 
・学生の自己紹介 
・質疑応答 
・事業者間の意見交換（適宜） 等 

16:00 ３．閉会 ・参加者アンケートの実施・回収 
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4） 実施方法 
新型コロナウイルス感染症対策としてオンライン交流会として実施した。Zoom を活用し、参

加者が接続後、事務局にて各プログラムに合わせて Zoom の設定を変更した。また、交流会にお

ける宿泊事業者と外国人材のペアリングについては、事務局があらかじめ外国人材をグループ分

けし、時間を設定してローテーションすることで、全ての参加事業者と外国人材が交流できるよ

うにした。なお、事務局は、面談時は見回りを行いフォローやトラブル対応等を実施した。 
 

図表 2- 12 画面イメージ 

１．全体連絡時 

 趣旨説明等全体への連絡時はグループを分けず、参加者全員に向けて一斉に実施。 

2．交流会本編の面談時 

 あらかじめグループを分け、各グループ個別に面談を実施。 
   ※グループ分けは Zoom のブレイクアウトルーム機能を使用。 
   ※面談時には事務局が各グループ間の見回りを行い、フォローやトラブル対応等を実施。 
    見回り時にグループごとにキャプチャ画像を保存。 

 
3．グループのローテーション時 

 ローテーションで交代し、全ての参加事業者と外国人材が交流できるよう調整。 
 ローテーション時は、各グループから事業者が抜け、次のグループへと移動。 

   ※事業者の移動は事務局にて実施。 
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（2）交流会の周知および参加者の募集・受付 
交流会の周知および参加者の募集・受付は、宿泊技能人材ポータルサイトにてグーグルフォー

ムを活用して実施した。また、観光庁のホームページにも掲載した（宿泊技能人材ポータルサイ

トにリンク）。 
募集は定員に達した場合、または各回の 3 営業日前に締め切り、申込み時に収集したメールア

ドレス宛に、BCC メールで Zoom の事前登録 URL を含む案内メールを送付した。 
なお、参加者の個人情報の管理に十分留意して実施した。 

 
図表 2- 13 交流会の周知および参加者の募集・受付イメージ 
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図表 2- 14 交流会の募集画面トップページ（福岡県・近隣在住者向け） 

 
注）交流会終了につき募集画面は閉鎖済み。 
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図表 2- 15 交流会の募集画面トップページ（大阪府・近隣在住者向け） 

 
注）交流会終了につき募集画面は閉鎖済み。 
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図表 2- 16 交流会の募集画面トップページ（愛知県・近隣在住者向け） 

 
注）交流会終了につき募集画面は閉鎖済み。 
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図表 2- 17 交流会の募集画面トップページ（東京都・近隣在住者向け） 

 
注）交流会終了につき募集画面は閉鎖済み。 
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図表 2- 18 交流会の募集画面トップページ（東京都・近隣在住者向け） 

 
注）交流会終了につき募集画面は閉鎖済み。 
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図表 2- 19 交流会の募集画面トップページ（北海道・近隣在住者向け） 

 
注）交流会終了につき募集画面は閉鎖済み。 
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（3）参加者数 
各交流会の参加者数を以下に示す。 
事業者は、登録いただいた全ての事業者に参加いただいた。 
学生は、全登録者数 103 人に対して参加者数は 69 人（67.0％）となった。日本語学校からの

参加が多く、教員の参加や登録等のフォローを丁寧にいただけた学校は、参加率が高い傾向とな

った。個人で参加の場合や、学校からのフォローが無い場合は、当日キャンセルやオンライン交

流会に繋げられないなどの理由で参加されなかったものと推察される。 
 

図表 2- 20 参加事業者 

開催日時 参加事業者 

【福岡県】2021 年 2 月 9 日（火） 

 （一社）北海道観光人材支援事業協同組合 
 ㈱油谷湾温泉ホテル楊貴館 
 ㈱湯のまち城崎 
 ㈱池の平ホテル＆リゾーツ 

【大阪府】2021 年 2 月 11 日（木・祝）  （一社）北海道観光人材支援事業協同組合 
 有限会社銀水荘 
 ㈱湯のまち城崎 

【愛知県】2021 年 2 月 12 日（金）  （一社）北海道観光人材支援事業協同組合 
 ㈱戸田家 
 キャピタルヒューマン㈱ 

【東京都】2021 年 2 月 15 日（月）  （一社）北海道観光人材支援事業協同組合 
 ホテルサンハトヤ（冨士商事㈱） 
 ㈱湯のまち城崎 
 （一社）海外人材開発推進機構 

【東京都】2021 年 2 月 16 日（火）  （一社）北海道観光人材支援事業協同組合 
 ㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
 ㈱グリーンズ 
 ㈱戸田家 
 ホテル小柳 
 （一社）海外人材開発推進機構 

【北海道】2021 年 2 月 20 日（土）  ㈱知床グランドホテル 
 ㈱川湯ホテルプラザ 
 （一社）北海道観光人材支援事業協同組合 
 鶴雅リゾート㈱ 

※事業者は応募順に記載。 
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図表 2- 21 参加者数 

開催日時 事業者 
学生 

（応募） 

学生 

（実績） 

学生 

参加率 

【福岡県】2021 年 2 月 9 日（火） 4 12 11 91.7% 
【大阪府】2021 年 2 月 11 日（木・祝） 3 6 5 83.3% 
【愛知県】2021 年 2 月 12 日（金） 3 28 9 32.1% 
【東京都】2021 年 2 月 15 日（月） 4 14 11 78.6% 
【東京都】2021 年 2 月 16 日（火） 6 33 23 69.7% 
【北海道】2021 年 2 月 20 日（土） 4 10 10 100.0% 
合計／参加率 24 103 69 67.0% 
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（4）オンライン交流会風景 
1） 福岡県・近隣在住者向け（2021 年 2 月 9 日（火）） 
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2） 大阪府・近隣在住者向け（2021 年 2 月 11 日（木・祝）） 
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3） 愛知県・近隣在住者向け（2021 年 2 月 12 日（金）） 
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4） 東京都・近隣在住者向け（2021 年 2 月 15 日（月）） 
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5） 東京都・近隣在住者向け（2021 年 2 月 16 日（火）） 
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6） 北海道・近隣在住者向け（2021 年 2 月 20 日（土）） 
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（5）参加者アンケート結果（事業者） 
 参加者アンケート（事業者）の結果を以下に示す。 
 

 参加した日程を選んでください。【あてはまる番号すべてに○】 

 
 
 

 業種を選んでください。【あてはまる番号ひとつに○】 
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 獲得したい外国人材の出身国・地域を選んでください。【あてはまる番号すべてに○】 

 
 

 交流会の満足度を教えてください【あてはまる番号ひとつに○】 
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 交流会の改善点を教えてください【自由記述】 
 出来ればこちらで指定した国籍のみの面接が良い。 
 時間配分が難しい。質問を受ける時間等。 
 3 月末卒業に向けもっと早い時期の開催(夏から秋頃)、参加学校を増やす。 
 参加者（学生）に各在留資格の要件や特定技能制度の理解が必要だと感じる。 
 最初何を話していいのか分からなかったので、ある程度「必ず説明する事」などの指針があ

ると助かります。今回は参加学生人数の関係で 1 グループ 2 名程度でしたが、もう少しグル

ープあたりの人数を増やしても良いと思いました。 
 どこまで企業説明をして良いのか不明でした。 
 今回、目を引く人材は少なかったものの、機会がありましたら次回も是非参加させて頂きた

く思います。 
 
 

 宿泊事業における外国人材受入れに向けたセミナーの開催の必要性を教えてください。【あてはまる番号
ひとつに○】 
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（6）参加者アンケート結果（学生） 
 参加者アンケート（学生）の結果を以下に示す。 
 

 参加した日程を選んでください。【あてはまる番号すべてに○】 

 
 
 

 性別を選んでください。【あてはまる番号ひとつに○】 
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 学年を選んでください。【あてはまる番号ひとつに○】 

 
 
 

 出身国を選んでください。【あてはまる番号ひとつに○】 
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 交流会の満足度を教えてください【あてはまる番号ひとつに○】 

 
 
 

 交流会の改善点を教えてください【自由記述】 
 私は知りたいと思ったことをしりましたのでほかには大丈夫だと思います。 
 毎年一回交流会があったらみんなでわからないことを相談して解決できるようになると思い

ます。（※複数の回答あり、同じ学校の学生が同じ内容で回答したものと思料） 
 時間はとても短かったと思いますがよろしければ来年はもう少し長く話して欲しいです。宜

しくお願い致します。 
 頑張ります。 
 とてもよかったです。 
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 宿泊事業における外国人材受入れに向けたセミナーの開催の必要性を教えてください。【あてはまる番号
ひとつに○】 
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（7）学校関係者ヒアリング 

交流会に参加した外国人材が所属する日本語学校 2 校を対象に、交流会の満足度、今後の課題

等を把握するためのヒアリングを実施した。 
 
1） 九州スポーツ医療専門学校 
① 交流会参加のきっかけ 
 教員が試験センターのサイトを見て、交流会の情報を得た。 
 学生は試験センターのサイトを見て情報を得るのは難しいかもしれない。学生は、試験を受

けるときにしか試験センターのサイトを見ない。下の方に求人情報が載っているが、見ても

その後どうアプローチして良いのかが分からず、教員に相談が来ることが多い。 
 
② 交流会の満足度（先生の立場、学生の声） 
《学生の声》 
 満足度の高い声を聞いている。 
 交流会を経験して、就職活動へのモチベーションの向上に繋がった。 
 数は少ないが、企業の担当者によって対応に差があり、発言に問題がなかったか心配する声

もあった。 
《先生の声》 
 満足度が非常に高い。具体的に採用の話に繋がっている。 
 外国人材やビザについての知識を持っている企業と話ができることが、非常に有難い。 
 オンラインだったことで、複数回参加でき、多くの企業と出会えたことも、良い点だと感じ

る。対面の方が、細かいニュアンスが伝わりやすく、コミュニケーションがとりやすいと思

っていたが、今回オンラインを経験してみて、オンラインの良さを感じた。 
 教員が学生の面接中の姿を見る機会は少なく、今回は学生と企業の担当者が実際に話す様子

を見ることができたことで、学生の課題等を発見する機会になった。 
 九州スポーツ医療専門学校は登録支援機関でもある。今年度、登録支援機関になったばかり

で、実績としては九州スポーツ医療専門学校の学生のみ。 
 
③ 交流会の課題（先生の立場、学生の声） 
《学生の声》 
 ブレイクアウトルームの組合せに戸惑った学生もいたようだ。他校の学生と同席した学生は、

どう立ち振る舞って良いのか分からなかったり、本校は N4 の学生が多かったが、他校の N2
の学生と同席した学生は気おくれしたりしたようだ。 

《先生の声》 
 学生は学校に集まってグループを組み、教員が各グループを回っていたが、方法は検討の余

地があると感じると同時に、学生の様子を確認しようとすると、このような対応になるだろ

うとも感じた。 
 今回、面接ではないということで、どこまでの情報開示が適切なのか、戸惑った。3 人一組
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のグループで一つのパソコンを用意していたため、名札を用意した回もあった。 
 事業者によって対応に差があり、対応によっては、学生が戸惑うような場面もあった。 
 北海道観光人材支援事業協同組合や海外人材開発推進機構等は、ホテルではないため、どの

ように学生に説明するかが難しかった。説明をしてもホテルの方だと思う学生がいたが、何

度も話をしていくにつれて理解はしたようで、結果的には問題なかった。 
 開始前に申込用紙を提出していたが、回数を重ねていくうちに学生の希望が変わった（九州

で働きたいと思っていたが、交流会を経て全国どこでも働きたいと希望が変わった等）。当初

の情報を見て話をする事業者があったため、情報のアップデートの機会があると嬉しかった。 
 
④ 交流会への要望（観光庁への要望、事務局対応など） 
 交流会の情報を見つけにくいと感じる。情報発信を工夫していただけると有難い。 
 北九州では日本語学校が少なく、北九州 YMCA 学院が主要な日本語学校となる。主催するセ

ミナーや北九州 YMCA 学院から本校に入学する学生も多いが、北九州 YMCA 学院に情報を

伝えたからと言って、他の学校に情報が行き渡るとは思えない。専門学校は少なく、学校同

士のネットワークはほとんどないのが実情。 
 
⑤ 交流会後の動き（就職過程への発展等） 
 北海道観光人材支援事業協同組合と湯のまち城崎には学生全員（8 名）の履歴書を送付済み。

やりとりはフェイスブックのメッセンジャーを使っている。 
 海外人材開発推進機構より、川湯ホテルプラザの求人情報をいただいた。5 日(金)に、学生を

集め、ホテルの情報や面接対策等の説明会を開く予定。8 名のうち 5 名が北海道を希望して

いるため、5 名が面接対象となるのではないかと思う。4 月からの採用求人だが、ビザの取得

は間に合わないと思うので、特定活動に切り替えて 4 月から働けるようにする予定。 
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2） 明生情報ビジネス専門学校 
① 交流会参加のきっかけ 
 留学生を積極採用されている企業を検索しており、その最中に宿泊技能人材ポータルサイト

にたどり着き、情報を得た。また、学校の採用担当も観光庁の情報は知っており、教員から、

学生に参加を促した。 
 積極的に参加をしたい学生が多かった。今回交流会に参加した学生は、準備がしっかりとで

きていて、自信がある学生に参加してもらった。 
 緊急事態宣言発令により休校になったことで、Zoom の接続の仕方等をしっかりと学生にレ

クチャーすることができず、接続ができない等の理由で参加出来なかった学生はいたようだ。 
 
② 交流会の満足度（先生の立場、学生の声） 
《学生の声》 
 とても和やかに接してくれる事業者様が多かったので、リラックスして臨め、「楽しかった」

「ためになった」「役に立った」「おもしろい」と思う会社が多かった。 
 今回学生に最も人気だったのは㈱グリーンズ。 
 ホテルについては学校で学ぶが、旅館について教える機会は少ないため、学生は旅館をあま

りイメージできていなかったかもしれない。 
《先生の声》 
 留学生を積極的に採用されている企業であるため、対応も丁寧で、学生にとっても満足度が

高く、教員としても安心して参加してもらうことができた。 
 同時期にホテルの合同説明会があったが、日本人を主として採用しており外国人材も採用を

している企業は、話も早く、日本語も難しいため、気おくれしてしまう学生が多かった。 
 多くのホテルでは、「留学生採用枠」を設定しているが、必ずしも外国人留学生を指すとは限

らず、「海外の大学に留学していた日本人」を指す場合も多くあり、外国人留学生にチャンス

がある会社を見つけ出すのは膨大な時間と労力を要するが、このようなイベントでダイレク

トに事業者と繋がることができるイベントは大変貴重だと感じた。 
 技人国での採用が現実的ではないことを身に染みて感じた。学校としては、技人国を受けさ

せる方向性だったが、ホテル業界の実情を知ることができた。 
 学校か家から参加していたため、精神的な安心感のある中で参加することができて良かった。 
 多くの企業に出会えるきっかけとなって良かったと思う。時間は短くても、多くの企業と出

会えるほうが有難い。 
 今回はシティホテルやリゾートホテル、旅館等、様々なタイプの企業に出会えて良かった。 
 オンラインで学生が企業と対話している姿を見ることができ、オンライン面接時の注意点等

も気づきがあった（大きくうなずく、笑顔が伝わりにくいため歯を見せるまで笑う等）。 
 
③ 交流会の課題（先生の立場、学生の声） 
《学生の声》 
 時間が短かったという声があった。良い印象を持った企業に対して、より話を聞きたい場合

に短いと感じたのだと思う。 
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 質問が難しかったという声があった。 
 説明時間が短く、質問ベースの企業があったが、日本語のホームページをその場で見せられ

てもその場で理解することは難しいようだ。 
《先生の声》 
 次年度以降、出展事業者様が早めにわかると、事前学習や質問事項を準備することもできる

ので、より実りあるイベントになるのではないかと感じる。 
 学生がそのホテルに興味を持った場合に、今後のアプローチの仕方に戸惑っている。一般的

な説明会では、「今後のスケジュールは○○で」と採用に向けた具体的な話になる。 
 
④ 交流会への要望（観光庁への要望、事務局対応など） 
 事前に要望される国籍や能力を知っていれば、企業の要望に合った学生を選定し、参加して

もらうことができた。 
 ホテル業界は 2 月から就職活動が本格化するため、1 月下旬に交流会があれば、交流会で出

会った企業を含めて就職活動をすることができると思う。 
 Zoom の操作に慣れていない学生が多いため、興味のある企業と話す自由時間は無くて良い。 

 
⑤ 交流会後の動き（就職過程への発展等） 
 北海道観光人材支援事業協同組合の中島様、ホテル小柳の野澤社長など、コネクションをつ

くることができた。 
 ホテル小柳の野沢社長と連絡を取り、具体的に就職活動に繋げている。本校のホテルマネジ

メントコースは昨年立ち上げたコースで、夏のインターンを実施したいため、事業者にはイ

ンターンの受入れも可能であれば検討していただくようにお願いした。 
 ホテルでの採用経験があるが、外国人はインターンシップ経験やアルバイト（サービス業）

経験がないと難しい現状があるため、インターンを実施していただけると有難い。 
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３. 制度周知に向けたコンテンツの作成 
（1）作成概要 

セミナーや交流会の参加可能人数に限界があることから、参加できない宿泊事業者や外国人材

に向けて、制度内容、業務内容等の周知に関する動画コンテンツを多言語で作成した。なお、日

本語の動画は、宿泊事業者と外国人材が一緒に見ることも考慮し、やさしい日本語でのナレーシ

ョンおよび字幕で作成した。 
また、下記動画のほかに、2019 年度に作成した事例集の多言語版を作成した。 
なお、動画および事例集（多言語版）のポータルサイトにおける掲載内容等については、「III. 制

度の効率的な運用に向けたシステムの構築・運営に関する業務」において記載する。 
 

図表 2- 22 動画コンテンツ一覧 

対象 内容 対応言語 時間 

宿泊 
事業者 

○宿泊業の特定技能制度の概要説明 
 制度内容の紹介 
 外国人材の受入れに必要な手続と概ねの期間 
 宿泊業において特定技能の在留資格で働くための要件 
 在留資格の取得に向けた求人情報の入手方法 
 プラットフォーム、各種コンテンツの紹介 

日本語 
英語 
中国語（簡体字） 
ベトナム語 
ミャンマー語 

15～20分 

○特定技能の受入れに係る優良事例の紹介 
※外国人材向け「日本の宿泊業で働く姿の紹介」で対応 

外国 
人材 

○日本の宿泊業で働く姿の紹介 
 先輩外国人材の働く姿やキャリアイメージを紹介 

日本語 
英語 
中国語（簡体字） 
ベトナム語 
ミャンマー語 

3～5 分 

○宿泊業における主要４業務のポイント 
 「フロント」「企画・広報」「接客」「レストランサービス」

のポイントを紹介 

3～5 分 
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（2）宿泊業の特定技能制度の概要説明 
「宿泊業の特定技能制度の概要説明」の動画イメージを以下に示す。 

 
1） 日本語 
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2） 英語 
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3） 中国語（簡体字） 
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4） ベトナム語 
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5） ミャンマー語 
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（3）日本の宿泊業で働く姿の紹介 
「日本の宿泊業で働く姿の紹介」の動画イメージを以下に示す。 

 
1） 日本語 
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2） 英語 
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3） 中国語（簡体字） 
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4） ベトナム語 
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5） ミャンマー語 
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（4）宿泊業における主要４業務のポイント【フロント編】 
「宿泊業における主要４業務のポイント【フロント編】」の動画イメージを以下に示す。 

 
1） 日本語 
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2） 英語 
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3） 中国語（簡体字） 
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4） ベトナム語 
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5） ミャンマー語 
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（5）宿泊業における主要４業務のポイント【企画・広報編】 
「宿泊業における主要４業務のポイント【企画・広報編】」の動画イメージを以下に示す。 

 
1） 日本語 
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2） 英語 
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3） 中国語（簡体字） 
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4） ベトナム語 
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5） ミャンマー語 
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（6）宿泊業における主要４業務のポイント【接客編】 
「宿泊業における主要４業務のポイント【接客編】」の動画イメージを以下に示す。 

 
1） 日本語 
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2） 英語 
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3） 中国語（簡体字） 
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4） ベトナム語 
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5） ミャンマー語 
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（7）宿泊業における主要４業務のポイント【レストランサービス編】 
「宿泊業における主要４業務のポイント【レストランサービス編】」の動画イメージを以下に示

す。 
 
1） 日本語 
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2） 英語 
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3） 中国語（簡体字） 
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4） ベトナム語 
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5） ミャンマー語 

 

 
 
 
 
（8）事例集の多言語化 

2019 年度に取りまとめ、ポータルサイトに掲載した事例集について、多言語化して掲載した。 
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1） 一般社団法人北海道観光人材支援事業協同組合 
 

図表 2- 23 事例集（英語） 
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図表 2- 24 事例集（中国語（簡体字）） 
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図表 2- 25 事例集（ベトナム語） 
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図表 2- 26 事例集（ミャンマー語） 
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2） 株式会社滝の湯ホテル 
 

図表 2- 27 事例集（英語） 
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図表 2- 28 事例集（中国語（簡体字）） 
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図表 2- 29 事例集（ベトナム語） 
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図表 2- 30 事例集（ミャンマー語） 
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3） 藤田観光株式会社 
 

図表 2- 31 事例集（英語） 
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図表 2- 32 事例集（中国語（簡体字）） 
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図表 2- 33 事例集（ベトナム語） 
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図表 2- 34 事例集（ミャンマー語） 
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4） 株式会社ホテル小柳 
 

図表 2- 35 事例集（英語） 
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図表 2- 36 事例集（中国語（簡体字）） 
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図表 2- 37 事例集（ベトナム語） 
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図表 2- 38 事例集（ミャンマー語） 
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5） 株式会社戸田家 
 

図表 2- 39 事例集（英語） 
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図表 2- 40 事例集（中国語（簡体字）） 
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図表 2- 41 事例集（ベトナム語） 
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図表 2- 42 事例集（ミャンマー語） 
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6） 株式会社グリーンズ 
 

図表 2- 43 事例集（英語） 
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図表 2- 44 事例集（中国語（簡体字）） 
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図表 2- 45 事例集（ベトナム語） 
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図表 2- 46 事例集（ミャンマー語） 
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7） 株式会社ワールド・ヘリテイジ 
 

図表 2- 47 事例集（英語） 
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図表 2- 48 事例集（中国語（簡体字）） 
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図表 2- 49 事例集（ベトナム語） 
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図表 2- 50 事例集（ミャンマー語） 

  



131 
 

8） 奥道後国際観光株式会社 
 

図表 2- 51 事例集（英語） 
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図表 2- 52 事例集（中国語（簡体字）） 
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図表 2- 53 事例集（ベトナム語） 
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図表 2- 54 事例集（ミャンマー語） 
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9） 株式会社かりゆし 
 

図表 2- 55 事例集（英語） 
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図表 2- 56 事例集（中国語（簡体字）） 
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図表 2- 57 事例集（ベトナム語） 
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図表 2- 58 事例集（ミャンマー語） 
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４. 外国人材の受入れ等に向けた実態把握調査（宿泊事業者アンケート） 
（1）調査対象及び実施方法 

宿泊業における主要 4 団体（一般社団法人日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連

合会（全旅連）、一般社団法人日本ホテル協会、一般社団法人全日本シティホテル連盟（JCHA））

に加盟している会員事業者を対象に、外国人材の受入れに関するアンケート調査（①外国人材受

入・活用・課題実態の把握、②新型コロナウイルス感染症による影響の把握、③外国人材の受入

環境整備の取組内容、④外国人材の就労ニーズ）を実施した。 
なお、アンケート調査票を作成するにあたっては、昨年度調査で把握した事項との経年での分

析が可能となるよう、一定の設問については維持しつつ、昨年度回答率が極度に低く改善が必要

とされる設問等については回答性能を高めるよう簡素化した。その際、組合・団体が定点観測的

に調査を行い、加盟事業者のニーズに係る経年変化分析が把握できることに配慮した。 
また、アンケート送付・回収においては、主要 4 団体と連携し、各団体に所属する会員事業者

へ実施していただいた。 
なお、図表タイトル内の「SA」は単一回答、「MA」は複数回答、「FA」は自由回答を示す。 

 
図表 2- 59 アンケート調査対象及び実施方法 

■調査対象 

・ 日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会（全旅連）、日本ホテル協会、全日本

シティホテル連盟（JCHA）の各会員ホテル・旅館・本社・支社。 
 
■調査方法 

・ WEB アンケート調査（回答期間：2020 年 11 月 24 日～2020 年 12 月 17 日） 
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（2）回収数および調査項目 
アンケート調査の回収数および調査項目を以下に示す。 

 
図表 2- 60 アンケート回収数 

■回収数 

・ 143 団体（本社：66（46.2％）、支社 3（2.1％）、ホテル・旅館施設 74（51.7％）） 
 
 

図表 2- 61 アンケート調査項目 

■調査項目 

○団体概要 

・ 業態 
・ 所在地 
・ 従業員数 
・ 資本金額 
 
○外国人材雇用状況・実態把握／外国人材の就労ニーズ／新型コロナウイルス感染症による影響

／外国人材雇用のための取組状況と課題・支援ニーズ 

・ 外国人材の雇用状況 
・ 外国人材の過不足状況 
・ 外国人材を雇用する際の権限 
・ 外国人材の雇用理由（最もよくあてはまるもの） 
・ 外国人材に求める在留資格（最もよくあてはまるもの）／その理由 
・ 外国人材の雇用人数（人）（2020 年 10 月末時点） 
・ 雇用している外国人材の平均年齢 
・ 雇用している外国人材の在留資格と人数／その他の詳細 
・ 外国人材の雇用形態と人数／その他の詳細 
・ 外国人材が主に従事する業務内容 
・ 外国人材の出身国／そのうち最も多い出身国 
・ 外国人材の働きぶりに関する評価 
・ 外国人材の働きぶりに関する評価（理由） 
・ 外国人材の働きぶりに関する評価が低い項目 
・ 外国人材の雇用にあたり実施している環境整備の内容 
・ 雇用されている外国人材が就職先を選定する上で重視していたこと 
・ 外国人材の就業継続意向・転職意向 
・ 外国人材が転職意向を有する業種 
・ 新型コロナウイルス感染症による、外国人材の雇用状況への影響 
・ 外国人材を雇用していない理由 
・ 外国人材の雇用において、課題がある・支援が必要な環境整備の内容 
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・ 今後の外国人材の雇用意向／その理由 
・ 新型コロナウイルス感染症による、外国人材の過不足状況への影響 
・ 新型コロナウイルス感染症による、業況への影響 
・ 外国人材の雇用上の不安の有無 
・ 外国人材の雇用にあたり特に不安や疑問に思う内容（理由） 
・ 外国人材の雇用促進に向けて支援してほしい取り組み 
 
○交流会への参加意向 

・ 観光庁主催セミナーに付随する交流会への参加意向 
・ 交流会参加形態 
・ 交流会参加目的 
 
○その他・全般 

・ その他、本調査全般・国へのご意見 
 
※アンケート調査票は資料編に掲載。 
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（3）調査結果 
1） 回答者属性 
所属団体 

所属団体は、「一般社団法人全日本シティホテル連盟」が 44.1％と最も高く、「一般社団法人日

本旅館協会」が 30.8％、「全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会」が 25.2％、「一般社団法人日

本ホテル協会」が 20.3％と続く。 
 

図表 2- 62 所属団体（SA） 

 
  

25.2%

30.8%

20.3%

44.1%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

一般社団法人日本旅館協会

一般社団法人日本ホテル協会

一般社団法人全日本シティホテル連盟

その他

（N＝143）
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 回答者種別 
回答者種別は、「ホテル・旅館施設」が 51.7％と過半を占め、次いで「本社」が 46.2％、支社

が 2.1％と続く。 
 

図表 2- 63 回答者種別（SA） 

 
 
 

 主な業態 
主な業態は、「ホテル業」が 73.9％と最も高く、次いで「旅館業」が 23.9％と高い。 

 
図表 2- 64 回答者種別（SA） 

 
  

本社
46.2%

支社
2.1%

ホテル・旅館施設
51.7%

（N＝143）

ホテル業

73.9%

旅館業

23.9%

その他

2.1%
（N＝142）
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 所在地 
所在地は、「東京都」が 16.1％、「北海道」が 11.2％、「長野県」が 7.7％、「大阪府」が 6.3％、

「神奈川県」が 5.6％、「愛知県」が 4.9％、「愛媛県」と「大分県」が 3.5％の順に多い。 
 

図表 2- 65 都道府県別の回答者数・割合（本社）（SA） 

都道府県 回答数 割合（%） 
 

都道府県 回答数 割合（%） 

東京都 23 16.1% 
 
栃木県 1 0.7% 

北海道 16 11.2% 
 
埼玉県 1 0.7% 

長野県 11 7.7% 
 
新潟県 1 0.7% 

大阪府 9 6.3% 
 
石川県 1 0.7% 

神奈川県 8 5.6% 
 
京都府 1 0.7% 

愛知県 7 4.9% 
 
奈良県 1 0.7% 

愛媛県 5 3.5% 
 
鳥取県 1 0.7% 

大分県 5 3.5% 
 
山口県 1 0.7% 

静岡県 4 2.8% 
 
徳島県 1 0.7% 

滋賀県 4 2.8% 
 
佐賀県 1 0.7% 

兵庫県 4 2.8% 
 
長崎県 1 0.7% 

鹿児島県 4 2.8% 
 
熊本県 1 0.7% 

沖縄県 4 2.8% 
 
宮崎県 1 0.7% 

岐阜県 3 2.1% 
 
岩手県 0 0.0% 

香川県 3 2.1% 
 
茨城県 0 0.0% 

高知県 3 2.1% 
 
島根県 0 0.0% 

青森県 2 1.4% 
 
秋田県 0 0.0% 

福島県 2 1.4% 
 
群馬県 0 0.0% 

千葉県 2 1.4% 
 
山梨県 0 0.0% 

福井県 2 1.4% 
 
岡山県 0 0.0% 

三重県 2 1.4% 
 
山形県  0 0.0% 

和歌山県 2 1.4% 
 
富山県  0 0.0% 

広島県 2 1.4% 
 

無回答 0 0.0% 

福岡県 2 1.4% 
 

全体 180 100.0% 

宮城県 1 0.7%     
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 従業員数 
従業員数は、「6～20 人」が 31.7％と最も高く、次いで「21～50 人」が 31.0％と高い。 

 
図表 2- 66 従業員数（SA） 

 

 
 

 資本金額 
資本金額は、「1 千～2 千万円未満」が 25.8％と最も高く、次いで「5 千～1 億円未満」が 15.2％、

「1 億～3 億円未満」が 12.1％と高い。 
 

図表 2- 67 資本金額（SA） 

 
  

～5人
2.1%

6～20人
31.7%

21～50人

31.0%

51～100人

12.0%

101～300人

10.6%

301人以上
12.7%

（N＝142）

300万円未満

3.0% 300～500万円未満
6.1%

500～1千万円未満

7.6%

1千～2千万円未満

25.8%

2千～3千

万円未満
9.1%

3千～5千万

円未満
12.1%

5千～1億円未満
15.2%

1億～3億円未満

12.1%

3億円以上

9.1%

（N＝66）
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2） 外国人材雇用状況・実態把握／外国人材の就労ニーズ／新型コロナウイルス感染症による影響／外
国人材雇用のための取組状況と課題・支援ニーズ 
 外国人従業員の雇用状況 

外国人従業員の雇用状況についてみると、「雇用している」事業者は 47.9％と最も高い。次い

で、「雇用の予定はない」事業者が 29.6％と高い。 
 

図表 2- 68 外国人従業員の雇用状況（SA） 

 
 
 

 外国人材の過不足状況 
外国人材の過不足状況についてみると、「充足している」が 81.3％と 8 割以上を占め、「不足し

ている」が 18.7％である。 
 

図表 2- 69 外国人材の過不足状況（SA） 

 
 
  

雇用している
47.9%

以前は雇用していたが

現在はしていない
19.0%

雇用していないが今

後雇用予定
3.5%

雇用の予定はない
29.6%

（N＝142）

充足している
81.3%

不足している
18.7%

（N＝139）
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 外国人材を雇用する際の権限 
外国人材を雇用する際の権限についてみると、「本社のみ」が 43.3％と最も高く、「宿泊施設ご

と」が 41.1％、「本社及び支社」が 14.9％と続く。 
 

図表 2- 70 外国人材を雇用する際の権限（SA） 

 
 
 

 外国人材の雇用理由 
外国人材の雇用理由についてみると、「国内の人材不足への対応」が 30.9％と最も高い。また、

「優秀な人材を確保するため」が 25.0％、「より多くの外国人旅行者を受け入れるため」が 20.6％
と続く。 
 

図表 2- 71 外国人材の雇用理由（SA） 

 

本社のみ

43.3%

本社及び支社

14.9%

宿泊施設ごと

41.1%

その他

0.7%
（N＝141）

優秀な人材を確保す

るため
25.0%

より多くの外国人旅行者

を受け入れるため
20.6%

海外との取引、通訳等の

国際業務のため
5.9%

国内の人材不足への

対応
30.9%

社内の国際化、多様

性の向上のため
10.3%

国際貢献
1.5%

その他
5.9%

（N＝68）
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 外国人材に求める在留資格 
外国人材に求める在留資格についてみると、「技術・人文知識・国際業務」が 52.2％と過半数

を占める。次いで、「永住者」が 11.9％、「特定技能」が 10.4％、「日本人の配偶者等」が 9.0％と

高い。 
 

図表 2- 72 外国人材に求める在留資格（SA） 

 
 
  

技術・人文知識・国際

業務
52.2%

技能（調理師）

4.5%

特定技能

10.4%
技能実習

3.0%

特定活動（ワーキングホリデ

イ・インターンシップ等）
3.0%

留学

1.5%

永住者

11.9%

日本人の配偶者等

9.0%

その他

4.5% （N＝67）
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 外国人材に求める在留資格の理由 
外国人材に求める在留資格の理由についてみると、「技術・人文知識・国際業務」では通訳や多

言語化のための語学力や業務内容との適応性、長期間の雇用が見込まれることがみられた。「技能

（調理師）」では、該当国の調理技術や人材不足がみられ、「特定技能」では語学力や幅広い業務

への従事がみられた。「永住者」「日本人の配偶者等」では、長期雇用が可能なことや難しい雇用

手続きが無いことが挙げられる。 
 

図表 2- 73 外国人材に求める在留資格の理由（FA） 

■技術・人文知識・国際業務 

 外国人観光客対応のため 
 中国語や英語での接客、館内表示の多言語化への対応 
 通訳 
 通訳やインバウンド対応 
 通訳として。ホームページや予約システムの改善 
 語学力・理解力 
 接客もして頂ける方を希望の為 
 コミュニケーション能力 
 海外のお客様に対して色々な部署で活躍（サービス）できる 
 ホテルでは様々な業務があるため 
 業務内容に適応する資格だから 
 社内の国際化の為 
 国際業務 
 日本語レベルの高さと日本文化に対する理解が深い人材が多い 
 言語を活かし、能力を向上させようと熱心で前向きな人材が多い 
 長期間の雇用が見込める 
 長い期間にわたり就労していただきたいため 
 基本的にはこの資格が一番取りやすく、レベルも高い為 
 一定のスキルを持つ人材を求めている為 
 職務上対応するビザ承認に必要な為 
 従来は技人国しかなかったため。特定技能・技能実習生は未経験 

 

■技能（調理師） 

 調理職において中華圏のスタッフが一定数必要 
 フランス料理の技能 
 日本人調理師 不足 
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■特定技能 

 特定技能資格にて日本語が理解できて話せる人 
 語学力と日本語対応どちらも可能な方、及び清掃スタッフ 
 職務の幅が広がる 
 技人国の語学スタッフは充足しているが、今後のホテル運営を考えると、マルチタスクで働

ける海外人材を育てたい 
 専門学校卒業、特定技能 

 

■特定活動（ワーキングホリデイ・インターンシップ等） 

 相手方との通訳 
 

■永住者 

 コロナ前の人手不足の時は長く勤めてもらえる人を探していたので 
 長期雇用 
 長期勤務できる為 
 規制がないため 
 管理業務の簡素化 
 日本国籍の方と同様に勤務していただきたいから。 

 

■日本人の配偶者等 

 日本語の日常会話に慣れていること 
 申請手続き等の煩わしい事務作業が無いのが良い 
 語学力がありコミュニケーションが取れると思われるため 
 求人の際に配偶者の方からの代理応募が多いため 
 既存スタッフがそれにあたる為 
 雇用の安定化 
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 雇用人数 
雇用人数についてみると、「1～4 人」が 59.4％と過半数を占める。次いで「5～9 人」が 17.2％、

「10～19 人」が 10.9％と続く。 
 

図表 2- 74 雇用人数（SA） 

 
 
 

 雇用している外国人材の平均年齢 
雇用している外国人材の平均年齢についてみると、「20 代」が 67.2％と最も高く、次いで「30

～40 代」が 38.8％と高い。「50～60 代」は 6.0％、「10 代」は 1.5％であった。 
 

図表 2- 75 雇用している外国人材の平均年齢（MA） 

 
  

1～4人

59.4%5～9人
17.2%

10～19人

10.9%

20～49人

7.8%

50～79人

3.1%
100人以上

1.6%
（N＝64）

1.5%

67.2%

38.8%

6.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

10代

20代

30～40代

50～60代

70代以上

その他

（N＝67）
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 雇用している外国人材の在留資格と人数 
雇用している外国人材の在留資格と人数についてみると、技術・人文知識・国際業務では「1

～5 人」が 69.0％と最も高く、次いで「6～10 人」が 14.3％と高い。技能（調理師）では「0 人」

「1～5 人」が 41.7％、特定技能でも「0 人」「1～5 人」が 47.1%である。技能実習では「0 人」

が 53.3％と最も高く、次いで「1～5 人」が 40.0％と高い。特定活動（ワーキングホリデイ・イ

ンターンシップ等）では「0 人」が 63.6％と最も高く、次いで「1～5 人」「6～10 人」が 18.2％
と高い。留学、家族滞在、永住者、日本人の配偶者等では「1～5 人」がそれぞれ 60.0％、50.0％、

57.9％、68.2％と最も高い。 
 

図表 2- 76 雇用している外国人材の在留資格と人数（SA） 

 
 
 

 雇用している外国人材の在留資格と人数（その他の内容） 
各事業所保管のため確認できず／日本料理海外普及人材育成事業（特定活動） 

  

4.8%

41.7%

47.1%

53.3%

63.6%

33.3%

33.3%

21.1%

22.7%

66.7%

69.0%

41.7%

47.1%

40.0%

18.2%

60.0%

50.0%

57.9%

68.2%

25.0%

14.3%

16.7%

5.9%

6.7%

18.2%

6.7%

8.3%

5.3%

4.5%

7.1%

4.5%

2.4%

5.3%

2.4%

8.3%

10.5%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

技術・人文知識・国際業務
（N＝42）

技能（調理師)

（N＝12）

特定技能
（N＝17）

技能実習
（N＝15）

特定活動（ワーキングホリデイ・
インターンシップ等）（N＝11）

留学
（N＝15）

家族滞在
（N＝12）

永住者
（N＝19）

日本人の配偶者等
（N＝22）

その他
（N＝12）

0人 1~5人 6~10人 11~15人 16~20人 21人以上
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 外国人材の雇用形態と人数 
外国人材の雇用形態と人数についてみると、正社員では「1～5 人」が 66.7％と最も高く、次い

で「6～10 人」が 9.3％と高い。パート・アルバイトでは「1～5 人」が 75.8％と最も高く、次い

で「11～15 人」が 9.1％と高い。研修・ボランティアでは「0 人」が 70.0％と最も高く、次いで

「1～5 人」が 20.0％と高い。 
 

図表 2- 77 外国人材の雇用形態と人数（SA） 

 
 
 

 外国人材の雇用形態と人数（その他の内容） 
派遣スタッフ／契約社員／終身雇用／1 年間の有期雇用契約者２名日本料理海外普及人材育成

事業（特定活動） 
 
  

5.6%

6.1%

70.0%

50.0%

66.7%

75.8%

20.0%

41.7%

9.3%

3.0%

10.0%

8.3%

5.6%

9.1%

7.4% 5.6%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員（N＝54）

パート・アルバイト
（N＝33）

研修・ボランティア
（N＝10）

その他（N＝12）

0人 1~5人 6~10人 11~15人 16~20人 21人以上
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 外国人材が主に従事する業務内容 
外国人材が主に従事する業務内容についてみると、多い順に、「フロント」が 72.1％、「給仕」

が 30.9％、「調理」が 26.5％、「ハウスキーパー・客室係」が 22.1％である。 
 

図表 2- 78 外国人材が主に従事する業務内容（MA） 

 
 
 
  

72.1%

14.7%

5.9%

26.5%

30.9%

1.5%

7.4%

11.8%

5.9%

0.0%

22.1%

2.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

フロント

コンシェルジュ

ドアマン

調理

給仕

技術・製造（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ、設計等）

専門職（通訳等）

営業・マーケティング

人事・総務・経理

警備

ハウスキーパー・客室係

その他

（N＝68）
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 外国人材の出身国 
外国人材の出身国についてみると、多い順に、「中国」が 56.7％、「台湾」が 34.3％、「ベトナ

ム」が 31.3％、「韓国」が 29.9％、「ネパール」が 28.4％である。 
 

図表 2- 79 外国人材の出身国（MA） 

 
  

56.7%
29.9%

34.3%
31.3%

7.5%
11.9%

28.4%
1.5%

14.9%
1.5%

0.0%
0.0%

9.0%
0.0%

3.0%
0.0%

6.0%
9.0%

3.0%
4.5%

1.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

中国
韓国
台湾

ベトナム
ミャンマー

インドネシア
ネパール

タイ
フィリピン

インド
カンボジア
モンゴル

スリランカ
パキスタン

ウズベキスタン
バングラデシュ

ブラジル
米国
英国

ドイツ
その他

（N＝67）
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 外国人材の出身国(最も多いもの） 
外国人材の出身国(最も多いもの）についてみると、「中国」が 29.2％と最も高く、「ネパール」

が 15.4％、「韓国」「台湾」「ベトナム」が 10.8％と続く。 
 

図表 2- 80 外国人材の出身国(最も多いもの）（SA） 

 

 
 

 外国人材の働きぶりに関する評価 
外国人材の働きぶりに関する評価についてみると、「非常に満足」が 51.5％、「やや満足」が

36.8％と、満足寄りの回答が 8 割を超える。 
 

図表 2- 81 外国人材の働きぶりに関する評価（SA） 

 

中国

29.2%

韓国

10.8%

台湾
10.8%ベトナム

10.8%
ミャンマー

1.5%

インドネシア
3.1%

ネパール
15.4%

フィリピン

9.2%

ブラジル
1.5%

その他

3.1%

どの国籍も同人数
4.6% （N＝65）

非常に満足

51.5%
やや満足

36.8%

どちらとも言えない

8.8%

やや不満
1.5%

不満
1.5%

（N＝68）
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 外国人材の働きぶりに関する評価（理由） 
外国人材の働きぶりに関する評価の理由をみると、「非常に満足」「やや満足」では、「まじめ」

「丁寧」「積極的」などの勤務態度や、語学力や異文化理解に対する評価がみられた。 
 

図表 2- 82 外国人材の働きぶりに関する評価（理由）（FA） 

■非常に満足 

懸命な姿勢／まじめで向上心がある／勤勉で努力家で素晴らしいです／日本の若者より一生

懸命熱意を持って働いてくれており、周囲に良い影響を与えてくれていると感じる／仕事の完

成度が高く、日本人スタッフ同様に働ける／国による個性はあるが、真面目に前向きに仕事を

してくれています／当然ながら人による。一人以外は能力も高く勤務態度も良い。／日本人ス

タッフともコミュニケーションが取れ、就労意識も高い／積極的に仕事をしてくれる／まじめ

で笑顔を絶やさず非常に明るい／勤勉／多言語対応（日本語を含む５か国語対応）／一生懸命

業務にとりくんでいる／主要ポストで活躍している為／一生懸命まじめで言語もペラペラで助

かります／仕事に対して几帳面であり、性格もまじめで努力家である／専門分野で活躍してい

る／非常に真面目に職務に就いていただいている／勤勉、実直、誠実／語学力と清掃に関して

しっかりとやっていただけている／真面目に積極的、協力的に就業いただいている／英語の読

み書きが堪能なので、インバウンド対応で活躍している／まじめで素直／仕事が丁寧／積極性、

向上心もあり日本人スタッフに負けない意識をもって働いている。業務においては母国語以外

の言語を話せインバウンド対応に助けられており、社内的には異文化理解につながっている／

就業に対し真面目で真剣である。指示を待つだけでなく自ら考えて行動する姿勢が見られる 
 
■やや満足 

探究心が強い／求めるレベルの対応をしている／真面目に仕事に取り組まれるため／特に問

題無し／勤勉である／人によって異なるから／言葉の壁がどうしてもある。宿泊のお客様から

中国人は見下される傾向がある／言葉や生活環境の違いの中で、満足できる仕事ができている

／懸命に勤務してくれている／従業員間でのコミュニケーションがスムーズであるから／特に

問題なく勤務している／勤勉である／人によります。非常に満足な人もいれば、過去には非常

に不満な人もいました／通訳として助かることもあるが、日本語レベルが低いこともある／自

身の業務において、真面目に取り組んでいるため／勤務時間等で要求が多い／よく働く。日本

語（漢字）ができる／皆さん真面目です。日本人と比べて遜色ありません。やる気では邦人を

越える人もあり／語学力は優れている／モチベーションが高く、お客さま応対に関して真摯に

取り組む為／個人差はあるが一般的に向上心があり熱心に勤務する。語学力で貢献している。

／全体的に前向きに取り組んでおり満足している。但し、日本語の意味・ニュアンス等への理

解が不足する部分も感じる。また、書きの部分は特に難しく感じている様子である 
 
■どちらとも言えない 

まだ、年数的に浅いので／権利の主張が強い／日本語能力による 
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■やや不満 
日本語の聞き取りが難しい。 

 

■不満 

言い訳が多い。同じ給料をもらっているのに、日本人と比較してパフォーマンスが低い 
 
 

 外国人材の働きぶりに関する評価が低い項目 
外国人材の働きぶりに関する評価が低い項目についてみると、「責任感の強さ」「専門性・スキ

ル」「業務目標の達成度」「勤務態度」「積極性」が挙げられる。 
 

図表 2- 83 外国人材の働きぶりに関する評価が低い項目（MA） 
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勤務態度

協調性

積極性

責任感の強さ

専門性・スキル

業務目標の達成度

休暇の取り方

その他

（N＝2）
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 外国人材の雇用にあたり実施している環境整備の内容 
外国人材の雇用にあたり実施している環境整備の内容についてみると、「資格変更・更新手続事

務」が 60.7％と最も高く、「定期的な個別面談の実施」が 47.5％、「組織目標の共有」が 36.1％、

「住民登録・社会保険・銀行口座開設等の説明・支援」が 31.1％と続く。 
 

図表 2- 84 外国人材の雇用にあたり実施している環境整備の内容（MA） 

 
 

60.7%

6.6%

18.0%

18.0%

29.5%

1.6%

36.1%

47.5%

8.2%

6.6%

19.7%

31.1%

21.3%

18.0%

8.2%

8.2%

11.5%

19.7%

4.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

資格変更・更新手続事務

家族の来日手続等のサポート

食事・宗教等への対応

社内文書・ルール等の多言語化

社内のサークルや交流イベント等、
従業員間のコミュニケーションの促進

地域貢献ボランティア

組織目標の共有

定期的な個別面談の実施

外国人材向けの住居の法人借り上げ

住宅入居時の法人保証人

賃貸借契約等、住居手配のサポート

住民登録・社会保険・銀行口座開設等の
説明・支援

ゴミの分別等、日本での生活・マナーに
関する説明・指導

病院受診の際のフォロー

災害に関する情報共有

国内人材によるメンター導入
（業務・メンタル面のサポート）

キャリア形成支援

指揮命令系統の明確化

その他

（N＝61）
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 外国人材の雇用にあたり実施している環境整備の内容 
日本人とのコミュニケーションの充実／言葉の問題等を徐々に克服できるようにして、温かい

目で見守るようにしている／温かい接し方／地域貢献、他のホテルスタッフと共に旅館組合の事

業に協力するなどしている／専属スタッフを配置し、手続き・研修・生活フォローをしている／

社内の同好会などに参加してもらっている／コミュニケーションを取るように努めている／業務

に必要なスキルのバックアップ／在留資格取得の支援／生活面（病院受診含む）の手助け（LINE
で連絡を取れるようにしている）／生活関連の支援／様々なサポートや紹介業務／寮の完備／従

業員とのコミュニケーション／社内ルール等の日英表記を実施／従業員間のコミュニケーション

／積極的な社員登用の採用／住居整備／入国手続き等について会社から専門機関に依頼し全面的

にサポートしている／生活に慣れるまでの、衣食住に関するサポート等／組織の目標を明確に貼

り出し、進捗を含めて共有している。チームワークを発揮して同じ目標に向かって仕事をするこ

とで協調が生まれる／社内文書・ルール等の多言語化／孤立しない体制作り／時間をかけてトレ

ーニング／役職の昇進／定期的な個別面談時に個人目標シートの評価・アドバイスを行っている。

また、面談時に各種相談に応えている／日頃からのコミュニケーション。日々の声かけ。いつで

も、どんな事でも相談できる環境作り／定期的に面談をおこない会社の目標を共有するとともに、

悩みごと等の相談にのっている 
 
 

 雇用されている外国人材が就職先を選定する上で重視していたこと 
雇用されている外国人材が就職先を選定する上で重視していたことについてみると、「給与」が

35.4％と最も高く、次いで「わからない・知らない」が 27.7％と高い。「在留資格変更・更新手

続事務等のサポート」が 23.1％、「既存の外国人材の有無」が 18.5％であった。 
 

図表 2- 85 雇用されている外国人材が就職先を選定する上で重視していたこと（MA） 
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6.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

既存の外国人材の有無

同じ国籍・出身者の有無

在留資格変更・更新手続事務等のサポート

キャリア形成支援（資格取得支援制度等）

生活サポート（医療・住居支援）

福利厚生

休暇取得の自由度

給与

社内交流・社内外コミュニティの充実

わからない・知らない

その他

（N＝65）
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 外国人材の就業継続意向・転職意向 
外国人材の就業継続意向・転職意向についてみると、「概ね就業を継続している」が 80.9％と 8

割を占める。 
 

図表 2- 86 外国人材の就業継続意向・転職意向（SA） 

 

 
 

 外国人材が転職意向を有する業種 
外国人材が転職意向を有する業種についてみると、「わからない・知らない」が 50.0％と最も

多く、「飲食サービス業」が 25.0％と次いで高い。また、「宿泊業」「生活関連サービス業・娯楽

業」「複合サービス事業」「その他サービス業」が 12.5%である。 
 

図表 2- 87 外国人材が転職意向を有する業種（MA） 

 
  

概ね就業を継続している

80.9%

一部転職意向がある

11.8%

わからない・知らない

7.4%
（N＝68）

12.5%

25.0%

12.5%

12.5%

12.5%

50.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

宿泊業

飲食サービス業

生活関連サービス業・娯楽業

複合サービス事業

その他サービス業

わからない・知らない

その他

（N＝8）
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 新型コロナウイルス感染症による外国人材の雇用状況への影響 
新型コロナウイルス感染症による外国人材の雇用状況への影響についてみると、「特に影響は無

い」が 57.7％と最も高く、次いで「雇用者数が減少した」が 28.2％と高い。 
 

図表 2- 88 新型コロナウイルス感染症による外国人材の雇用状況への影響（SA） 

 

  

雇用者数が減少した

28.2%

以前雇用していたが雇用をや

めた（帰国・解雇した）
4.2%

雇用予定だったが延期された
9.9%

特に影響は無い

57.7%

（N＝71）
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 外国人材を雇用していない理由 
外国人材を雇用していない理由についてみると、「日本人の従業員で十分だから」が 62.3％と

最も高い。「外国人材の雇用手続きが大変／大変そうだから」が 27.5％、「外国人材の雇用環境整

備が大変／大変そうだから」「外国人宿泊客がいないから」が 26.1％、「求めている人材がいない

から」が 24.6％、「コミュニケーションが難しいから／難しそうだから」が 23.2％と続く。 
 

図表 2- 89 外国人材を雇用していない理由（MA） 

 
  

62.3%

24.6%

26.1%

26.1%

27.5%

17.4%

23.2%

4.3%

8.7%

4.3%

8.7%

7.2%

10.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

日本人の従業員で十分だから

求めている人材がいないから

外国人宿泊客がいないから

外国人材の雇用環境整備が大変／
大変そうだから

外国人材の雇用手続きが大変／
大変そうだから

外国人材の管理が大変だったから／
大変だと思うから

コミュニケーションが難しいから／
難しそうだから

勤務態度が不真面目だったから／
不真面目な印象があるから

雇用しても長続きしなかったから／
しなそうだから

日本人従業員との協調性に欠けたから／
欠けそうだから

求人をしても応募がないから

求人方法が分からないから

その他

（N＝69）
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 外国人材の雇用において、課題がある・支援が必要な環境整備の内容 
外国人材の雇用において、課題がある・支援が必要な環境整備の内容についてみると、「在留資

格変更・更新手続事務」が 51.2％と最も高く、次いで「社内文書・ルール等の多言語化」が 35.2％
と高い。 
 

図表 2- 90 外国人材の雇用において、課題がある・支援が必要な環境整備の内容（MA） 

 

51.2%

8.8%

18.4%

35.2%

12.0%

2.4%

16.0%

10.4%

12.8%

12.0%

12.0%

16.8%

18.4%

16.0%

6.4%

12.0%

16.0%

11.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

在留資格変更・更新手続事務

家族の来日手続等のサポート

食事・宗教等への対応

社内文書・ルール等の多言語化

社内のサークルや交流イベント等、
従業員間のコミュニケーションの促進

地域貢献ボランティア

組織目標の共有

定期的な個別面談の実施

外国人材向けの住居の法人借り上げ

住宅入居時の法人保証人

賃貸借契約等、住居手配のサポート

住民登録・社会保険・銀行口座
開設等の説明・支援

ゴミの分別等、日本での生活・
マナーに関する説明・指導

病院受診の際のフォロー

災害に関する情報共有

国内人材によるメンター導入
（業務・メンタル面のサポート）

キャリア形成支援

指揮命令系統の明確化

（N＝125）
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 今後の外国人材の雇用意向 
今後の外国人材の雇用意向についてみると、「現状維持」が 58.5%と最も多く、「外国人材をよ

り一層雇用したい」が 22.5％、「雇用したいと思わない」が 18.3％と続く。 
 

図表 2- 91 今後の外国人材の雇用意向（SA） 

 
 
  

外国人材をより一

層雇用したい
22.5%

現状維持

58.5%

現状よりも外国人材

を減らしたい
0.7%

雇用したい

と思わない
18.3%

（N＝142）
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 今後の外国人材の雇用意向の理由 
今後の外国人材の雇用意向の理由についてみると、「外国人材をより一層雇用したい」では、ま

じめで優秀な人材の確保やインバウンド対応などがみられた。「現状維持」では、新型コロナウイ

ルス感染症の影響や希望者がいないことなどがみられた。「雇用したいと思わない」では、手続き

の複雑さや労働時間の管理が面倒などの意見がみられた。 
 

図表 2- 92 今後の外国人材の雇用意向の理由（一部抜粋）（FA） 

■外国人材をより一層雇用したい 
日本人より優秀で真面目な人が多い／英語表記対応のため／インバウンド利用を強化してい

くにあたり、多様化を進めていきたい／コロナ終息後にはコロナ前以上にインバウンド誘致に

取り組みたい為／来春より「技能実習生」が加わる予定のため／人材不足／日本人より有能で

意欲的な人材がいる／日本人、外国人にかかわらず優秀な人材は一層雇用したい 
 
■現状維持 

日本人だけで足りている／コロナ禍で日本人を含め採用計画がないため／経営困窮の為／イ

ンバウンドが低調のため／現状希望者がいない為／N1 か N2 のスキルが求められるため／外

国人雇用に関わる手続きについて不安があるため 
 
■現状よりも外国人材を減らしたい 

経営の状況が回復したら前向きに検討したい。 
 
■雇用したいと思わない 

必要としていない／手続等が複雑そうなため／労働時間の管理が面倒／新型コロナウイルス

により日本人ですら雇えない／慣れていない 
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 新型コロナウイルス感染症による外国人材の過不足状況への影響 
新型コロナウイルス感染症による外国人材の過不足状況への影響についてみると、「外国人材の

状況に影響はない」が 78.4％と最も高く、「外国人材の不足が加速した」「外国人材の雇用需要が

減り、過剰になった」が 8.2％と続く。 
 

図表 2- 93 新型コロナウイルス感染症による外国人材の過不足状況への影響（SA） 

 
 
  

外国人材の不

足が加速した
8.2%

外国人材の状況に影響はない

78.4%

外国人材の雇用需要が減り、

過剰になった
8.2%

その他

5.2%
（N＝134）
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 新型コロナウイルス感染症による業況への影響 
新型コロナウイルス感染症による業況への影響についてみると、「事業継続に影響するほど業況

の落ち込みが深刻である」が 53.5％と最も高く、過半数を占める。次いで、「事業継続に直接の

影響は無いもののコストカットや人員削減等の対策が必要である」が 27.5％、「事業継続やコス

トカット等への影響はないが業況は落ち込んでいる」が 15.5％と続く。「影響はない」はわずか

3.5％であった。 
 

図表 2- 94 新型コロナウイルス感染症による業況への影響（SA） 

 
 
 

 外国人材の雇用上の不安の有無 
外国人材の雇用上の不安の有無についてみると、「不安がある」が 38.3％、「不安はない」が

34.0％、「わからない」が 27.7%であった。 
 

図表 2- 95 外国人材の雇用上の不安の有無（SA） 

 
  

事業継続に影響するほど

業況の落ち込みが深刻である
53.5%

事業継続に直接の影響は無い

もののコストカットや人員削減等

の対策が必要である

27.5%

事業継続やコストカット等への影響はないが

業況は落ち込んでいる
15.5%

影響はない

3.5%
（N＝142）

不安がある

38.3%

不安はない

34.0%

わからない

27.7%

（N＝141）
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 外国人材の雇用にあたり特に不安や疑問に思う内容（理由） 
外国人材の雇用にあたり特に不安や疑問に思う内容（理由）についてみると、日本語の理解力

不足によるコミュニケーションや雇用手続きの煩雑さ、文化の違い、外国人雇用経験がないこと

による不安などがみられた。 
 
図表 2- 96 外国人材の雇用にあたり特に不安や疑問に思う内容（理由）（一部抜粋）（FA） 

コミュニケーションがとりづらそう／日本語の理解力／文化による感覚の違い／ビザや就労期

間に関して／外国人雇用経験がなく、受け入れ態勢に不安有り／外国人材の勤務態度、慣習が職

場に合うか／日本人スタッフとのコミュニケーションを良好に保とうと出来るか／言語力 
言語力にばらつきがある／中間業者の手数料が高額／コロナのように急に業務が減った場合など

が不安／在留資格が適正かの判断が難しい／在留資格取得に際しての事務手続きが煩雑（特に特

定技能）／勤務以外の生活のフォローができるか／就業ビザ等の問題／日本語での意思疎通のレ

ベルが気になる 
 
 

 外国人材の雇用促進に向けて支援してほしい取り組み 
外国人材の雇用促進に向けて支援してほしい取り組みについてみると、「外国人材向けの研修

（ホテル・旅館での働き方に関すること）」が 56.8％と最も高く、次いで「外国人材向けの研修

（日本での生活や暮らしに関すること）」が 50.4％と高い。 
 

図表 2- 97 外国人材の雇用促進に向けて支援してほしい取り組み（MA） 

 

50.4%

56.8%

18.4%

24.0%

7.2%

29.6%

36.0%

39.2%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

外国人材向けの研修
（日本での生活や暮らしに関すること）

外国人材向けの研修
（ホテル・旅館での働き方に関すること）

同業者間で情報交換できる場の設定

外国人材活躍のための事例紹介

外国人材に向けた日本のPR強化

外国人材とのマッチングに関する支援強化

業界全体としての外国人材育成・支援施策の充実

在留資格・認可制度の緩和・見直し

その他

（N＝125）
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3） 交流会への参加意向 
 観光庁主催セミナーに付随する交流会への参加意向 

観光庁主催セミナーに付随する交流会への参加意向についてみると、「参加したい」が約 4 割、

「参加したくない」が約 6 割を占める。 
 

図表 2- 98 観光庁主催セミナーに付随する交流会への参加意向（SA） 

 
 
 

 交流会参加形態 
交流会参加形態についてみると、「どちらでもよい」が 64.3％と最も高く、「直接対面方式」と

「Web 面談方式」が 17.9％であった。 
 

図表 2- 99 交流会参加形態（SA） 

 
  

参加したい

40.6%

参加したくない

59.4%

（N＝138）

直接対面方式

17.9%

Web面談方式

17.9%
どちらでもよい

64.3%

（N＝56）
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 交流会参加目的 
交流会参加目的についてみると、「優秀な外国人材を確保するため」が 71.4％と最も高く、次

いで「同業者との情報交換のため」が 60.7％と高い。 
 

図表 2- 100 交流会参加目的（MA） 

 
 
 
4） その他 

 その他、本調査全般・国へのご意見 
その他、本調査全般・国への意見についてみると、制度設計や入管手続きに対する改善点や新

型コロナウイルス感染症による影響やその対応についてであった。 
 

図表 2- 101 その他、本調査全般・国へのご意見（FA） 

■制度設計・入管手続きの改善 

 都市部と地方では雇用状況も大きく変わると思います。地方の取り組みやデータがわかれ

ば今後の取組に活かせると思います。 
 国内の居住している外国人（留学生など）を雇用する際に、特定技能１号の VISA で採用

したいが本人たちが希望しない為、ミスマッチが起こっている。特定技能１号が外国人の

皆さんにとって「不都合ではない」ということをきちんと広報してほしい。一部学校では、

このビザを断るように伝えているようで、誤解が生まれている。受入れ側の目線だけでな

く、雇用される側の目線で課題を見つけ解決する方法を検討・提案して頂きたいです 
 入国管理局での在留許可証の発行が遅すぎる。半年もかかる。 
 規制のさらなる緩和 
 入管手続きが半年もかかるのは遅すぎる。 
 特定技能は直接雇用が可能と言いながら、登録支援機関が多く中間搾取の負担から、雇用

機会を作りにくい。そもそも書類提出や報告義務、支援内容が現実的ではないと感じられ、

故意にこの資格を活用しにくくして制限をかけているようにも感じる。現場の声に基づい

た見直しを強く希望します。 

60.7%

71.4%

35.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

同業者との情報交換のため

優秀な外国人材を確保するため

登録支援機関との情報交換のため

（N＝56）
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■新型コロナウイルス感染症の影響 

 今回のコロナ禍で、弊社の外国人材たちは副業ができず休業手当のみ。収入減を補う術が

ありませんでした。４~６月はひたすら部屋でじっとしている日々だったようで、その辛さ

を思うと辛くなります。とはいえ報道等では解雇された外国人労働者も多かったようでそ

れに比べれば良い方だとは思いますが、それにしても改めて外国人労働者たちは「制約が

多い」ことを思い知らされました。国としては「外国人労働者は居ない」ことになってお

り「例外」としての入国・就労のため仕方ありませんが、彼・彼女たちが、多少のことで

あれば普通に生活できるような、その程度の規制緩和をご検討いただけますと幸いです。

それが外国人犯罪抑止にも繋がるのでは、と思います。制度設計は難しいとは思いますが、

どうかよろしくお願いします。 
 国・県・市などの補助金や助成制度、Go To キャンペーンにより、当社は大変助かってお

り雇用も維持できている。今後コロナ感染がさらに広まることにより、会社経営の先行き

が見えないことが大変不安である。 
 早く Go To トラベルを一時停止して感染拡大を抑え込まないと、徐々に体力を奪われて業

界全体が沈んでいってしまう。このままでは、雇用を増やすのも難しい。 
 コロナの影響についてまだ現状では判断しきれない点があると感じました。 
 外国人材確保については各旅館が生き残ってからの話ですので、この状況でこんなアンケ

ートをしていること自体が非常識と思えます。外国人材の雇用整備に関わっている職員さ

んのマンパワーは、現在在留していて失業している外国人に対してどう対処していくのか

に振り向けて、この方々を救ってあげて頂きたいです。 
 新型コロナの対応に日々追われコロナ前を前提にしている施策と WITH コロナを前提に

した施策が混合しており、対応に困惑する事がある。現時点としてはコロナ禍を乗り越え

る事に必死な状況である。 
 
■その他 
 今後とも情報の提供等、当社運営にご協力のほどよろしくお願いいたします。 
 国籍と業務適正とは語学力以外は余り関係ないが、日本の接客態度などの教育は必要。 
 外国人材を考える前に、日本国民の働く環境を整えてあげるべきだと考える。 
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５. 外国人材の受入れ等に向けた実態把握調査（先進事例調査） 
（1）調査概要 

前述のセミナーの登壇事業者、交流会の参加事業者、また、アンケート調査にて同意を得た事

業者である 11 事業者を対象に、外国人材の受入れに関するヒアリング調査（受入れ状況、受入

れに向けた取組内容、受入れによる成果、受入れに関する課題とニーズ、今後の受入れ意向等）

を実施した。 
なお、本調査については、2019 年度事業において事業者の都合によりヒアリング調査が実施で

きなかった事業者（池の平ホテル＆リゾーツ）も対象に実施した。 
 
（2）調査項目 

ヒアリング調査の項目を以下に示す。 
 

図表 2- 102 宿泊事業における外国人材の受入れに関するヒアリング調査の項目 

 企業概況（設立年、事業形態、従業員数、資本金額） 
 外国人材の採用状況（本社／支社別の外国人材の採用人数・全体に占める割合／在留資格・

雇用形態／国籍／従事業務・役職） 
 外国人材の雇用・受入れに取り組むきっかけ 
 外国人材の採用方針・採用方法／コロナ禍による影響 
 外国人材の雇用・受入れにあたり、実施している支援内容（事務手続き支援／住居・生活支

援／外国人材の活躍・人材育成支援／社内環境整備／資格取得支援） 
 外国人材の育成方針／（5 年間）特定技能の在留資格において受け入れた外国人材にどのよ

うなスキルを身につけてもらうことを想定しているか   
 外国人材の雇用・受入れ上の課題と対応状況 
 今後の外国人材の採用意向とその理由 
 外国人材受入れに係る国による支援ニーズ 
 宿泊業界全体として、外国人雇用を推進していくために必要なこと  ／等 
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（3）調査対象事業者 
ヒアリング調査の対象事業者を以下に示す。 

 
図表 2- 103 宿泊事業における外国人材の受入れに関するヒアリング調査の対象事業者 

 事業者名 所在地 実施日 備考 

1 池の平ホテル＆リゾーツ 長野県 2021 年 1 月 22 日（金） 
アンケート 
セミナー 
交流会 

2 ホテルプラザオーサカ 大阪府 2020 年 12 月 22 日（木） 
セミナー 
交流会 

3  ㈱油谷湾温泉ホテル楊貴館 山口県 2021 年 1 月 12 日（火） 
セミナー 
交流会 

4 
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱ 
（東京マリオットホテル 等） 

東京都 2021 年 2 月 5 日（金） アンケート 

5 
㈲銀水荘 
（銀水荘 兆楽） 

兵庫県 2021 年 2 月 16 日（火） 
アンケート 
交流会 

6 
㈱ミナシア 
（ホテルウィングインターナショ

ナル横浜関内 等） 
東京都 2021 年 2 月 23 日（火） アンケート 

7 
㈱パレスホテル 
（パレスホテル東京） 

東京都 2021 年 2 月 24 日（水） 
アンケート 
セミナー（2019） 
交流会（2019） 

8 
冨士商事㈱ 
（ホテルサンハトヤ） 

静岡県 2021 年 2 月 25 日（木） 交流会 

9 
㈱川湯ホテルプラザ 
（お宿欣㐂湯（きんきゆ） 等） 

北海道 2021 年 3 月 4 日（木） 交流会 

10 
㈱湯のまち城崎 
（登録支援機関） 

兵庫県 2021 年 3 月 4 日（木） 
交流会参加事業

者より紹介 

11 
㈱知床グランドホテル 
（北こぶし知床ホテル&リゾート） 

北海道 2021 年 3 月 18 日（木） 交流会 

12 
鶴雅リゾート㈱ 
（あかん遊久の里 鶴雅 等） 

北海道 2021 年 3 月 18 日（木） 交流会 

注）ヒアリング調査実施順に記載（池の平ホテル＆リゾーツは 2019 年度対象だったため） 
 
 
（4）先進事例集 

ヒアリング調査をもとにとりまとめた先進事例集を次ページ以降に示す。 
  



175 
 

1） ㈱池の平ホテル＆リゾーツ 
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2） ㈱ホテルプラザオーサカ 
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3） ㈱油谷湾温泉ホテル楊貴館 
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4） 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱（東京マリオットホテル 等） 
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5） ㈱ミナシア（ホテルウィングインターナショナル横浜関内 等） 
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6） ㈱パレスホテル（パレスホテル東京） 
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7） 冨士商事㈱（ホテルサンハトヤ） 
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8） ㈱川湯ホテルプラザ（お宿欣㐂湯 等） 
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9） ㈱湯のまち城崎（登録支援機関） 
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10） ㈱知床グランドホテル（北こぶし知床ホテル&リゾート） 
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11） 鶴雅リゾート㈱（あかん遊久の里 鶴雅 等） 
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III. 制度の効率的な運用に向けたシステムの構築・運営に関する業務 

1. サーバーのセキュリティ強化 
2019 年度において、適切かつ安全な情報管理ができるシステムにするとともに、受入れ機関と

なる宿泊事業者や宿泊業に従事したいと考える外国人材に開かれたシステムを構築した。 
ポータルサイトは、宿泊事業における外国人材の確保と受入れに寄与するために「①公開情報

としての情報ポータルサイト」、「②宿泊事業者向け（要ログイン）の受入れ機関支援サイト」の

2 つの内容で構築している。 
上記の①②のサービスともに必要な情報をデータベースで一元管理をすることで、宿泊事業者

に対して登録前段階から、登録後に利用する場面までをワンストップで事務局として支援可能に

し、制度の効率的な運用を実現するものとした。 
2020 年度においては、これらのサイトについて、さらに適切かつ安全な情報管理ができるシス

テムとするとともに、宿泊事業者や外国人材が安心してコンテンツを閲覧できるようシステムの

更新等を実施した。具体的には、クローズドな運用を想定したインフラ環境から、複数の事業者

利用に備えたインフラ環境へ強化した。これにより、完全多重化され、可用性に優れた高性能仮

想専用サーバーへ移行し、データベースと Web サイトの分離や負荷分散、最新のセキュリティ

要件に沿ったインフラ環境を実現した。 
 

図表 3- 1 サーバーのセキュリティ強化のイメージ 
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2. プラットフォームの改修 
（1）トップページおよびページタイトルの変更 

以下に、トップページおよびページタイトルの変更点を示す。また、各変更点を踏まえたトッ

プページ等を示す。 
 

図表 3- 2 トップページおよびページタイトルの変更点 

変更箇所 変更内容 変更理由 

ポータルサイト 
の名称 

「即戦力となる地域の実践的な観光人材確

保・育成 ポータルサイト」 
↓ 以下に変更 

「宿泊技能人材ポータル」 

閲覧者の分かりやすさ、周

知効果向上のため 

言語ボタン 「言語選択」の文字を追加 多言語への導線を分かりや

すくするため 
日本地図 日本地図は沖縄県を含めたイラストに変更 沖縄県が表示されていなか

ったため 
各ページタイトル 
（メタ情報） 

各ページタイトル（メタ情報）に「観光庁」

を追加 
検索時の信頼性向上のため 
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図表 3- 3 ポータルサイトトップページ（ページタイトル表示） 

 
 

図表 3- 4 協議会サイトトップページ（ページタイトル表示） 
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（2）緊急速報機能の追加 
ポータルサイトおよび協議会サイトのトップページに緊急時のお知らせを表示できる機能を追

加した。緊急速報機能については、「更新情報」において編集を可能とした。 
 

図表 3- 5 ポータルサイトトップページ 

 
 

図表 3- 6 緊急速報ぺージ（イメージ） 
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図表 3- 7 協議会サイトトップページ 

 
 

図表 3- 8 緊急速報ページ（イメージ） 
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（3）事例集検索機能の追加 
事例集ページにおいて、各事例を閲覧する際の条件・キーワードを入力して検索する機能を追

加した（多言語ページでは条件検索のみ）。 
また、日本語ページにおいては、外国人材も利用しやすいようにルビを付けて表記した。 
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図表 3- 9 事例集ページ（日本語） 
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図表 3- 10 事例集ページ（英語） 
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図表 3- 11 事例集ページ（中国語（簡体字）） 

 
  



195 
 

図表 3- 12 事例集ページ（ベトナム語） 
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図表 3- 13 事例集ページ（ミャンマー語） 
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（4）動画コンテンツの追加 
「２．制度周知に向けた作成コンテンツ」において作成したコンテンツを周知するため、新た

に動画コンテンツ専用のページを作成した。また、ポータルサイトのトップページにも動画を掲

示するエリアを追加し、「制度編」、「キャリア編」、「業務編」のカテゴリーごとに各動画ページへ

リンクする仕様とした。 
 

図表 3- 14 ポータルサイト動画エリア（日本語） 

 
 

図表 3- 15 協議会サイト動画エリア（日本語） 
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図表 3- 16 ポータルサイト動画エリア（英語） 

 
 

図表 3- 17 ポータルサイト動画エリア（中国語（簡体字）） 
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図表 3- 18 ポータルサイト動画エリア（ベトナム語） 

 
 

図表 3- 19 ポータルサイト動画エリア（ミャンマー語） 
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図表 3- 20 動画ページ（日本語） 
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図表 3- 21 動画ページ（英語） 
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図表 3- 22 動画ページ（中国語（簡体字）） 
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図表 3- 23 動画ページ（ベトナム語） 
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図表 3- 24 動画ページ（ミャンマー語） 
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（5）FAQ 機能の追加 
現状、会員の利用や閲覧は少ないものの、今後、会員の増加が見込まれることから、観光庁職

員の電話等の問合せ事務を軽減するため、会員サイトに FAQ 機能を追加した。 
 

図表 3- 25 協議会サイト FAQ ページ 
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（6）多言語ページの構成変更 
「２．制度周知に向けた作成コンテンツ」において作成したコンテンツより、掲載するコンテ

ンツが拡充したため、多言語ページを日本語ページ同様の構成に変更した。具体的には、「手引き・

ガイドライン」、「リンク」のページについて、「関連コンテンツ」として第 2 階層に集約した。 
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図表 3- 26 ポータルサイトトップページ（英語） 
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図表 3- 27 ポータルサイトトップページ（中国語（簡体字）） 
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図表 3- 28 ポータルサイトトップページ（ベトナム語） 
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図表 3- 29 ポータルサイトトップページ（ミャンマー語） 
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3. プラットフォーム改修の詳細仕様 
プラットフォーム改修の詳細仕様を以下に示す。 
各内容の赤字は新規、緑字は既存ページの改修箇所である。 

 
（1） サイト構成 
1） ポータルサイト 
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2） 協議会サイト 
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（2） 機能一覧 
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（3） コンテンツ管理機能 
1） お知らせ-緊急速報 管理機能 
① ポータルサイト 

公開範囲を「ポータルサイト」、種別を「緊急速報」とした場合、以下に表示。 
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② 協議会サイト 
公開範囲を「協議会サイト」、種別を「緊急速報」とした場合、以下に表示。 
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③ 入力項目設定（ポータルサイト／協議会サイト共通） 
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2） イベント情報 
① ポータルサイト 
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① ポータルサイト（つづき） 
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② 入力項目設定（ポータルサイト） 
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3） 事例集 
① ポータルサイト 
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① ポータルサイト（つづき） 
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② 入力項目設定（ポータルサイト） 
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② 入力項目設定（ポータルサイト）（つづき） 
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（4） 検索機能 
1） 事例集検索機能 
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2） FAQ 検索機能（協議会サイト） 
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IV. 業務総括 

１. セミナーおよび交流会運営に関する成果及び課題 
（1） 開催方法の検討 

2020 年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、セミナーおよび交流会をオンラインで開

催した。また、2019 年度のようにセミナーと交流会を同日実施ではなく分けて実施した。これに

より、セミナーと交流会の目的に即した参加者を募ることができた。これらを踏まえ、次年度以

降もセミナーと交流会を分けて実施することが効果的な開催につながると考えられる。 
また、対面型の実施が良いと思われていた交流会について、参加した外国人材が通っている日

本語学校へのヒアリングから、オンライン交流会の効用も把握できた。多くの事業者、多くの外

国人材の参加を募ることを踏まえれば、移動手段や距離の制約が発生しないオンラインによる開

催は効果的であると考えられる。なお、開催時期については検討が必要であり、本格的な就職活

動が始まる秋季から冬季早々の開催が望ましい。このような点も含めて、事業者や学校機関との

意見交換や連携を継続していく必要がある。 
 
（2） 開催内容の検討 

上記の通り、セミナーと交流会の実施を分けることで、目的別に参加者の募集が図られ、より

効果的な周知になることが把握できた。他方で、2020 年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大

に起因したオンライン開催によるところもあると考えられるが、2019 年度と比較してセミナーへ

の参加人数が減少した。特に宿泊事業者の参加が減少した。 
セミナーについては、引き続き、開催の必要性や重要性はあるものの、制度施行から 3 年目と

なる次年度以降においては、これまで以上の集客が難しいとも考えられるため、開催回数を年 1
～2 回程度にした開催が望ましいと考えられる。開催にあたっては、オンラインであっても特定

技能外国人材を採用した事業者と聴講者が直接やり取りできるものとすること、さらに、特定技

能外国人材を採用した事業者と観光庁による課題や期待の共有などを図るパネルディスカッショ

ンの実施など、聴講者がより学びのある内容への改善が望ましいと考える。 
なお、セミナーの開催回数を減少する代替として、交流会の開催回数を増加させ、事業者と外

国人材の交流の機会の充実と拡充を図ることで、外国人材活用に向けた地盤を固める必要がある

と考えられる。 
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２. 先進事例集作成に関する成果及び課題 
（1） 宿泊業における主要 4 団体との連携による先進事例の発掘 

特定技能外国人材の採用の有無の差異はあったが、外国人材の活用に先進的に取組む事業者に

ついて、先進事例集の拡充が図ることができた。宿泊事業における外国人材の活用は、特に地方

都市においては進んでいるとは言い難いが、前述のセミナーの実施の成果も合わせて、今後の促

進に期待が持てると言える。 
2021 年度以降も宿泊業における主要 4 団体と連携し、さらなる先進事例の発掘が求められる。

特に、人材不足が喫緊の課題として捉えられている地方都市の宿泊事業者においては、今後の外

国人材の活用が、その解決策のひとつとなりうる。そのため、「大都市と地方都市」、「ホテルと旅

館」、「特定技能外国人材の採用の有無」とともに、各宿泊施設の様々な取組や考え方を先進事例

として紹介することで、宿泊事業者の外国人材の受入れに向けた機運醸成を図る必要がある。 
交流会参加事業者などは、特定技能外国人材を含めて外国人材採用に積極的な事業者と捉えら

れるため、交流会を契機とした事業者の確保が現実的と考えられる。 
 
（2） 外国人材に向けた先進事例集の多言語化 

2019 年度に作成した先進事例集は日本語のみであったが、2020 年度においてそれらを多言語

版として公表した。既に活用している事業者、活用を向けた検討を進めている事業者、また、こ

れから活用を検討する事業者に向けて、外国人材の活用における各事業者の先進的かつ特徴的な

取組を紹介することで、宿泊事業者の外国人材の活用に向けた機運を醸成させることに寄与でき

たと考えられる。 
また、多言語版にしたことで、日本の宿泊施設への興味関心を有する外国人材へのリーチも図

られ、今後の就職や定着につながることも期待できる。特に、宿泊施設の所在地、受入れている

外国人材の国籍、外国人材の受入れに向けた生活支援や職場の環境整備などの情報について、多

言語にして発信することによる効果が高いと考えられる。この先進事例をきっかけに必要な外国

人材の確保につながる事例が生まれれば、宿泊事業における外国人材の受入れが促進されるもの

と考えられる。 
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３. 外国人材向けコンテンツに関する成果及び課題 
（1） 多言語版の拡大 

2019 年度は、日本語、英語、中国語（簡体）、ベトナム語、ミャンマー語で作成した外国人材

向け教材を作成し、外国人材が活用できる宿泊業における統一的な教材がなかったことへの課題

解決に寄与したものと考える。 
また、2020 年度には上記言語による動画の作成、2019 年度に作成した事例集の多言語化の実

施など、外国人材の受け皿を広げるための多言語コンテンツの充実が図られた。 
他方で、今後の外国人材の活用を見据えれば、今後、日本語試験を実施する予定の 9 か国（フ

ィリピン、ネパール、カンボジア、ミャンマー、モンゴル、インドネシア、ベトナム、中国、タ

イ）について、多言語版のコンテンツが準備されていることが望ましい。単年度では全ての言語

への対応が難しいが、特定技能試験の実施状況や受入れる外国人材の国籍に合わせて、複数年度

にわたってより多くの言語で教材を準備しておくことが望ましい。これらのコンテンツについて

は、セミナーや交流会において周知することで事業者や外国人材に伝わり、特に外国人材による

SNS による情報拡散も期待できる。 
 
（2） コンテンツの活用状況を踏まえた内容の改訂 

2019 年度に引き続き、コンテンツは作成段階で宿泊業の主要 4 団体に意見照会し、より宿泊

業の実務に即した内容に精査している。他方で、コンテンツの公表が 2021 年 3 月となったため、

宿泊業の現場での活用はこれからとなる。観光庁の HP や構築したシステムで広報・周知してい

くが、それだけでは現場での活用が限定的になることを懸念する。そのため、先進事例集として

取上げた事業者へのプッシュ型の情報提供とともに、宿泊業の主要 4 団体と連携し、団体の会員

向けに情報提供していただき、現場での活用を促す必要がある。 
また、現場で活用していただくだけではなく、コンテンツの内容改訂に向けて、アクセスログ

の集計・分析による活用状況の把握とともに、システム上でコンテンツに関する評価（アンケー

トや「いいねボタン」の追加など）を実施していく必要がある。 
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４. システム構築・運用に関する成果及び課題 
（1） 適切な運用に向けたマニュアルの作成 

本システムは、2020 年度から本格的な運用が始まった。現状は、システムを構築した受託事業

者による運用を想定し、課題があれば都度対応する体制をとるが、今後の適切な運用を見据え、

マニュアルを作成する必要がある。特に、年度の切れ目など、受託事業者が存在しない期間は観

光庁の担当にて運用する必要があるため、業務の引き継ぎの容易さも勘案したマニュアル作成が

不可欠である。 
また、協議会サイトの活用に向けて、特に観光庁から協議会に加入した事業者への周知を図る

とともに、現状の入会手続きの電子化など、システム活用に向けた抜本的な改善が必要である。 
 
（2） システムの活用状況を踏まえた仕様の改訂 

ポータルサイト（公開サイト）は、最新情報を適時適切に発信するとともに、イベント受付の

機能も有する。また、協議会サイト（非公開サイト）は、宿泊事業者などの外国人材の受入れ機

関の協議会申請や外国人材の受入れに関する問い合わせ窓口の機能も有する。それらの機能は、

個人情報の取扱いも前提としており、システムの稼働前に受託事業者がシステムの脆弱性診断を

実施し（外部のシステム事業者に委託）、システムの脆弱性に問題なしとの診断結果を得ている。 
他方で、活用状況などを踏まえて課題が散見された場合は、都度、改訂していく必要がある。

特に個人情報を取り扱うシステムであるため、利用者の安全・安心な活用に向けて細心の注意を

図り、万全のセキュリティ対策を施していく必要がある。 
さらに、利用者からの利用に関する問い合わせなど、使いやすさの面で意見を聴取した際には、

可能な限り迅速にその仕様を見直し、利用者の利用負荷を軽減していく必要がある。 
合わせて、ポータルサイト内の各コンテンツのアクセスログ等を集計・分析し、情報発信等を

強化すべきコンテンツ、必要なコンテンツやイベント、多言語化ニーズ等を把握する必要がある。 
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５. 広報・周知に関する成果及び課題 
各業務の成果について、2021 年度以降も適切な広報周知が必要となる。ポータルサイト（公開

サイト）と協議会サイト（非公開サイト）が本格稼働したことにより、本システムを十分に活用

し、宿泊業の特定技能制度の広報・周知に努める必要がある。 
セミナーおよび交流会開催については、引き続き、システム上で募集手続き等を実施するが、

これまでと同様に宿泊業の主要 4 団体と連携し、宿泊事業者への周知、日本語学校等を通じて外

国人学生への周知を実施していく必要がある。その際、チラシなどを作成することになるが、こ

れについても多言語で作成するなど、より効果的な広報・周知に向けた対応が必要となる。 
先進事例集においては、引き続き、事業者の発掘と事例集の作成、その成果の広報・周知が必

要となる。また、多言語化への対応とシステムを活用した広報・周知ともに、大学や日本語学校

の就職の担当課及び担当教員への草の根的なアプローチも実施し、国内の宿泊事業者への関心を

高めるための取組が必要となる。 
外国人向けのコンテンツも同様にシステムを活用した広報・周知が必要となる。また、作成し

た動画や事例集についてもさらなる多言語版を実施し、宿泊業の現場において外国人材及び日本

人スタッフがより使いやすいものへの改訂していく必要がある。合わせて、先進事例集に掲載し

た宿泊事業者をはじめ、宿泊事業者の手元に届くよう宿泊業の主要 4 団体と連携する必要がある。

さらに、大学や日本語学校の就職の担当課及び担当教員への草の根的なアプローチも実施し、国

内の宿泊事業者への関心を高め、特定技能試験の受験者と合格者を増加させるための取組が必要

である。 
上述のとおり、交流会を通じて特定技能人材が採用した宿泊事業者との連携を図ることができ

た。次年度以降、セミナー、交流会、コンテンツ作成において、よりその実情を広報・周知する

地盤ができたため、有効に活用していく必要がある。 
システムについては、広報・周知のプラットフォームであるため、宿泊事業者、登録支援機関、

教育機関、学生に向けて、適時適切な新規情報の更新を実施していく必要がある。また、より安

全安心な運用に向けて、システムの仕様とともにソフト面の見直しも実施していく必要がある。 
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１. オンラインセミナー資料（観光庁資料） 
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２. オンライン交流会資料（観光庁資料） 
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３. 外国人材の受入れ等に向けた実態把握調査 アンケート調査票 
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